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1. 民放 社の 10 大株主 

(1) 民放 社の 10 大株主についての 全般的な回 

答結果 

問 18 は，民間放送会社のく 10 大株主上に関す 

るものであ る・民放社の 多数の株主の 中から㎎ 

大株主を選んで 調査するねらいは ，民放 社 での 

「所有と支配の 分離」の状況を 判断し経営戦 

略策定での主要株主の 決定権 の度合いを知るこ 

とであ る・ 

この 10 大株主の全般的調査結果として ， 1 位 

から 10 位迄の株主の 最頻値と平均値を 示せば， 

次のとおりであ る・なお， ここで最頻値という 

のは，たとえ ぱ 表 42 く 10 大株主 所有株式数の 

発行済株式総数匹対する 割合 t 位 ノ ( 持株比率 ) 

ほ ついて，最も 数の多い会社は 10 ～ 14% で 34 社 

であ り，次いで 6 ～ 7% で 13 社であ るが， この 

最も多い会社が 保有している 持株比率を指す・ 

また，平均値とは ，調査会社 83 社の第 1 位の株 

主の持株比率を 平均した 10.5%  ( 表 42) を意味 

している． 

①筆頭 (1 位 ) 株主，最多社数の 持株比率 10 ～ 

14%34 社 (41.0%), 平均値 10.3%, ② 2 位株 

主， 6 ～ 7%27 社 (32.5%), 平均値 8.1%, 

③ 3 位株主， 社 (32.5%), 平均値 

6.7%, ④ 4 位株主， 社 (45.8%), 

平均値 5.3%, ⑤ 5 位株主， 4 ～ 5%35 社 (47.2 

%), 平均値 4,7%, ⑥ 6 位株主， 4 ～ 5%36 社 

(45.6%), 平均値 4.2%, ⑦ 7 位株主， 4 ～ 5 

%30 社 (39.0%), 平均値 3.9%, ⑧ 8 位株主， 

3%25 社 (35.7%), 平均値 3.6%, ⑨ 9 位株主， 

3% 並びに 4 ～ 5% 両者とも 21 社 ( ㏄・ 0%), 平 

均値 3.3%, ⑩ 10 位株主， 2%23 社 (33.8%), 

平均値 2.9%. 

そして， 10 大株主合計では ，表 51 から 50% 以 

T4K 例のが 19 社 (22.9%), 平均値 50.6% となって 

いる． 

(2) 民放社の株主の 性格 

わが国産業会社上位 2 ㏄ 社 ( 昭和 51 年 ) では， 

筆頭株主の持株比率の 平均はⅡ・ 44%, そして 

大株主の持株比率の 平均は繋・ 80% となってい 

る ( 三戸 浩 『日本大企業の 所有構造』女真 堂 ， 

昭和明年， pp.39, 48). この 2 ㏄ 社 と比べると， 

民放社の平均値は ， 10.3% と 50.6% であ り，筆 

頭株主で 1.14% 低く， 10 大株主で 11.8% 高くな 

っている． 

図形化してみると ，一般産業 2 の社の 10 人 株 

主は 急傾斜の矩形であ り，民放産業 83 社は緩い 

傾斜の矩形となっている・ 民放社の場合， 出発 

点であ る筆頭株主の 持株比率 は やや低いが， 10 

大株主の合計ではかなり 高い数値となって い 

る ． しかし民放 社 と一般産業とでは ，民放 社 

は ，資産規模が 著しく小さいので ，持株比率が 

高いからといって 一般産業と同じ 意味で， 集中 

度が高いとは 直ちにいえない・ 

それでは，民放社の 株主の性格ほどのように 

なっているのであ ろうか，各社の 筆頭株主につ 

いて，その性格 ( 産業など ) を調べると，次の 

ようになっている ， なお，括弧内の 数値は， そ 



46@ (308) 横浜経営研究 第 Ⅸ 巻 ・第 4 号 (1989) 

表 42 10 大株主 所有株式数の 発行済株式 掩数 に対する割合 く 1 位 ノ 
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れぞれの分類の 中での，最大の 株主の持株比率 

を示している・ 

個 人 Ⅱ 社 (15%) 

地方公共団体 10 社 ( 盤 ・ 9%) 

新 聞 社 Ⅱ 社 ( 囲 ． 幼 %) 

放送会社 5 社 (10%) 

一般株式会社 15 社 (36%) 

複数株主 22 社 ( 合計最大 35.4%) 
無 解 答 9 社 

合 計 83 社 

ここで，個人が 筆頭株主となっている 民放 社 

は 11 社 (83 社に対し 13.3%, 無 解答を除いた 74 

社に対し 14.9%) と， 多い・ また，「複数株主」 

というのは，筆頭株主が 複数いることをいい ， 
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その内容は， たとえば㈹個人の 複数， (2) 県 ・個 

人・放送会社という 複数など，多様な 形を採っ 

ている． 

民放 社 では，筆頭株主が 個人， 地方公共団 

体，新聞社，放送会社，一般株式会社，複数株 
主など多彩な 形をとり， また筆頭株主の 中でも 

最多の持株比率をもつ 株主の数値はかなり 大き 

い・ これらの点で ，民放 社 では，筆頭株主が 民 

放経営へ及ぼす カ を見過ごすわげにはいかない 

であ ろう・そのため ，われわれ ば 筆頭株主の種 

類を民放 社の タイプ別分析の 一 つ肛 加え， これ 

に よ り民放社を分析してきたところであ る・ 

2. 民放社の筆頭株主 う ・ テ 兼営単独の持株 

比率の分析 

(1) ラ ・ テ 兼営単独における 筆頭株主持株比 

率の区分 

一一・釜本金・ 当期利益など 

との関係で   
次いで，民放 社工 0 大株主をタイプ 別に分析し 

てみよう， まず，筆頭株主について ，表 42 か 

ら， ラ ・ テ 兼営単独では ，持株比率の 高いタイ 

プは ラジオ (u.7%) であ り， これが低いのは 

U 局であ る・ 

ここで分析を 深めるために ， ラ ・ テ 兼営単独 

について，筆頭株主を ，「 10 ・ lM 以上」，「 10% 」， 

および「 10% 未満」の 3 つのグループに 分ける 

こととした・ そして，所有分析のために ，それ 

ぞれの 3 区分に対して ，資本金，営業収益，税 

別前当期利益，開局 年 ，および筆頭株主を 関連 

づけることとした・そして ， これらを一覧表に 

したものが，表 43, 表 44, 表 45, および表 46 で、 

あ る・ 83 社から，持株比率を 公表していた い 9 

社を除いた 74 社で作成してあ る・ 

ここで，持株比率を ，系列 内 会社の比率をふ 

くめた最大株主でなく ，筆頭株主のそれを 用い 

たのは，すでにこれまで 筆頭株主を 6 つのタイ 

プに分類して 分析を進めてぎたこと ， 各地域で 

タイプの 違 5 株主の多様性に 注目しその一つの 

証として複数株主の 存在に注目していること ， 

そして民放 社 では系列利分析以上に 地域性の分 

析に力点を置いていることによっている・ 

ここで，資本金，営業収益，税別双利益，開 
局 年 ，および筆頭株主の 株主の符号ならびに 数 

値のランクづけを 説明しておきたい・ ( 拙稿 

「経営戦略とリーダーシップ㈲」・ F 横浜経営研 

究』第 8 巻第 4 号， 19 ㏄年 3 月， 72 頁参照 ). 

資本金 工 M づ 3 億円未満， 2H 中丁コ 3 億円 

以上 5 億円未満， 3( 中 コ 5 億円以上 7.5 億円 未 

満 ， 4( 中上 コ 7.5 億円以上 10 億円未満， 5 ロ 大 コ 

10 億円以上・ 

営業収益 ェ Ⅱ 、 コ 10 億円未満， 2L 中丁 コ ㏄ 

億円以上 25 億円未満， 3C 中 コ 25 億円以上 50 億 

円未満， 4( 中上コ 50 億円以上 1 ㏄億円未満， 5 

( 大 コ 1 ㏄億円以上． 

税別前当期利益 ェ ( 欠損 コ， 2( 小 コ 1 億円未 

満， 3( 中丁コ 1 億円以上 3 億円未満， 4[ 申 コ 3 

億円以上 5 億円未満， 5( 中上 コ 5 億円以上 10 億 

円 未満， 6( 大 ) 10 億円以上・ 

開局年 1. 兼営 局 ( ラジオ， 26 ～ 29 年， 37 

年，テレビ 30 ～ 35 年 ), 2. 20 ～ 29 年， 3. 30 ～ 39 

年， 4. 40 一 49 年， 5. 50 一 59 年， 6. 60 年以降・ 

筆頭株主 ェ個人， 2 地方公共団体， 3 新聞 

社 ， 4 放送会社， 5 一般株式会社， 6 複数株 

主， 7 公表せず・ 

(2) 兼営 局 

実数や実数の 平均を用いないで 序列 数 ( 符号 ) 

を利用するのは ， まず全体像を 把握するためで 

あ る・ ( 実数匹ついては 表 52 を参照されたい J 

まず，表 43 兼営局の筆頭株主から 推論できるこ 

とを列挙するならば ，次のとおりであ る・ 

① 持株比率の大きさを 資本金の平均 ( 「 10 
% 以上」 ェ ，「 10% 」 2.33, 「 10% 未満」 2) と 

の関係で見ると ，持株比率の 大きさは，資本金 
の小さいことと 比例的であ ると，必ずしもいえ 

ない．このことを 明確にいい切れないのは ，「㎎ 

% 」区分に大都市の 資本金の大きな 局が含ま 
れ ・ 「 10% 未満」区分に 地方都市の貸本金の 小 

さな局が含まれているためであ る・各都市での 

株主の力関係や 配分関係が根底に 存在するので 
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表 43  兼営周 章頭株主持株比率区分 
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あ ろう． 

② 資本金の全体区分で ， とく 6 こ 「 10% 未 

満」区分で，営業収益および 税引 前当期利益に 

対する資本金の 過小性が日立っている・ このこ 

とは，株式の 集中的保有を 容易にする一つの 要 

因 となっている・ 

③ 持株比率の大きさに 影響するのは ，郵 

政省省令「放送局の 開設の根本的基準」第 9 条 

く放送の普及 ノ での支配集中排除の 規定であ 

る ・ ここで は ，放送を広く 普及させるために ， 

一般放送事業者を 支配する者など 以外のものが 

放送局を開設するものでほげればならない・ こ 

こで支配とは ， 10 分の 1 を超える議決権 を有し 

たり， 5 分の 1 を超える役員をもっことを 指し 

ている． 

④ この支配集中排除の 規定の存在を 明らか 

にするのは，筆頭株主の 中身であ る・すなわ 

ち，表 43, 表 47 から，「 10% 未満」の区分の 新 

聞社 6 社および放送会社 1 社を数える・ 他方， 

「 10.1% 以上」区分は ，一般株式会社だけであ 

る． 

⑤ 持株比率と開局 年 との間には，何らかの 
関係を見出すことはできない・ 

(3) V  局 

① V 局の持株比率の 高さは，表 44, 表 A7 か 

ら資本金の小さいことに 依るのでなく ， 「支配 

集中排除」の 規定によるところが 大きい・ 

② 持株比率の大きいのは ，筆頭株主が 一般 

株式会社と複数株主であ る・後者は，地域社会 
における株主調整の 結果を伺わせるものであ 

る． 

③ V 局では，資本金の 過小・過大はあ まり 

みられず， また開局年の 差異が持株比率に 影響 

していることはない． 

(4) U  局 

① 表 45 から，持株比率の 高さは，資本金の 

小さいことと 比例的であ る ( 「 10 ・ 1% 以上」 

2.67, 「 10% 」 3, 「 10% 未満」 3.82). 

② 資本金は，営業収益と 当期利益に対し ， 

「 10% 以上」で過小， そして「 10% 未満」で 過 

大であ る． 

③ 資本金の小さい m 局は， 40 年代の開局に 

多く ， 大きい U 局は 50 年代の開局に 多い・ した 

がって，開局年度は ，持株比率に 関連があ る・ 

④ 持株比率の高さは ，「支配集中排除」 規 

定の効果が出ている・ 持株比率「 10% 」には放 

送会社 3 社が，そして「 10% 未 満」には新聞社 

4 社が目立っている ( 表 45, 表 47 参照 ). 

⑤ 持株比率の高い 会社は，筆頭株主が 一般 

株式会社および 地方公共団体であ る・ 

⑥ 注目すべ き は，複数株主の 存在であ り， 

「 10% 」で 4 社， 「 10% 未満」で 4 社が見られ 

る・複数会社での 持合いは，筆頭株主の 比率を 

低くしても株主安定化に 寄与し， それ以上に地 

域 社会の資本協力関係を 明らかにするものであ 

る． 

(5) ラジオ 
① 持株比率の高さは ，資本金の小さいこと 

と 比例的であ る・ 

② 「 10.1% 以上」区分では ，利益は小さく ， 

また開局年は 古い (20 年代と 30 年代 ) 局が多 

い   

③ 資本金は・営業収益および 当期利益に対 

し 「 10.1% 以上」では大旨比例的であ り，「 % 
% 未満」では過大な 会社が多 い   

④ 表 46,  表 47 から， 「 10% 」および「 10% 

未 満」では，個人や 地方公共団体が 筆頭株主に 

なっている ケ ィスが多い・ 

⑤ 開局 年は ，「 1O.M% 以上」では 20 年代と 

30 年代， 「 10% 」では 40 年代と 50 年代，そして 

「 10% 未満」では， 50 年代と 60 年代がそれぞれ 

中心となっている・ 時代が新しくなるにつれて 

筆頭株主の持株比率は 減少している・ それは， 

地域社会での 民放社への関心の 高さと・財界等 

による出資調整の 結果であ ろう・ 

3. 民放 社 筆頭株主の持株比率と 資本金なら 

びに 黄産 総額との関係 

(1) 筆頭株主の持株比率と 資本金 

以上の民放社の 筆頭株主， ラ ・ テ 兼営単独の 



50@ (312) 横浜経営研究 第 Ⅸ 巻 第 4 号 (1989) 

表 45  V 局 筆頭株主持株比率区分 
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表 46  ラジオ 筆頭株主持株比率区分 

持 社 資 営 税当 開 筆 ， ' をヒ 

株 業 頭 タ 

上ヒ 

本 収 １ 号 期 １ 干 
局 

株 
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率 数 金 益 前益 年 主 別数 

Ⅰ l 人 2 Ⅰ 上 2 2 Ⅰ 山 

5 

1.1 2 3 3,  2 6,  3 2 
10.1% 以上 

1.1 3 ヰ Ⅰ 3 5 Ⅰ ム 

2 五 % Ⅰ ム 5 ⅠⅠ Ⅰ ム 

( 平均 ) ① 2) (2) (1.8) 
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表 47  ラジオ・テレビ 兼営単独 

筆頭株主持株比率内訳 
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注 1 筆頭株主上個人， 2 地方公共団体， 3 新聞社， 4 放送会社， 5- 般株式会社， 6 複数株主， 

7 公表せず． 
注 2  公表せず 7 がラジオに 1 社あ るのは，株主の 名前はないが 数値を記載している 会社が 1 社 あ 

っ たためであ る   
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持株比率の分析によって ，民放社の持株比率 13 社で平均すると ，持株比率平均値は 7.78% と 

は， ㈹資本金の大小ならびに 資本金の過大・ 過 なる． 

小， ㈹「支配集中排除」の 規定， (3 廟周 年と時 資本金額が小さくなると ，資金調達面から 筆 

代の推移，ならび 同 4) 地域社会での 民放 社 仁村 頭株主が高い 持株比率を有することが 可能であ 

する関与の度合いと 出資調整によって 影響を受 6. 61 ～ 74 位では，資本金は 2.3 ～ 1 億円と小 

げることが明らかになった・ これ以外にも ， 資 さいため，持株比率は 14.47% と高い・ 

産 総額の大小や 系列化の動きなどの 要因が作用 ただ， ここで注意すべ き ことは， この小さい 

するかもしれないが ，われわれの 分析では， こ 資本金は，過小資本金であ り，実体資本はもっ 

のさいとくに 重要ではない   と 大きいので， これらの株主が 大きな実体資本 

さて，本稿では ，㈹の資本金の 大きさならび を占有していることは 十分に推定できるところ 

に資産総額の 大きさに関連 づ げて，筆頭株主の であ る・表 43 ～ 46 から，資本金 1 は 15 社あ り， 

持株比率の問題を 探ることにしたい． そのうち兼営 社の 10 社は明らかに 過小貸本であ 

表邸は ，民放 社 74 社を，資本金額の 大きいも る ・表 48 について， 61 ～ 74 位で筆頭株主の 業種 

のから小さいものへと 列挙して作成した・ 資本 が個人でなく ，新聞社 3, 一般株式会社 5, 複 

金額が小さくなるにつれて ，持株比率が 大ぎ く 数 株主 3 となっているのは ， このためであ る・ 

なることを大旨示している・ 例外は ， 1 ～ 15 位 この理由から ，資産総額を 持株比率に関連 づ 

のもので，中に 2 社，資本金が 大きい会社で 高 げる場合には ，次項のごとく 資本金で見られた 

い 持株比率をもつものがあ った・ これを除 き， 高い持株比率は ， 消え - てしまうのであ る・ 

表 ㎎ 笘 頭株主の持株比率と 化本金の大小 74 社 

①個人 ④放送会社 
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注 同じ資本金額であ っても，二つの 区域に分れることがあ る， そのときは，上の 段階に高い持株比率 
を入れることにした． たとえば，資本金 3.6 億円は， 45 ～ 47 位まであ るが， 45 位に持株比率 9.9% 
を， 46 ～ 47 位に 7.6% と 6.4% を入れて計算した． 
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(2) 筆頭株主の持株比率と 資産総額   経営 

者支配論の間 題 点 

さて，民放社の 筆頭株主の持株比率と 資産総 

額との関係に 移ることにしょ 5. ここで，筆頭 

株主の持株比率は ，資産総額が 大ぎくなるにつ 

れて低くなり ， これが小さくなるにつれて 高い 

数値を示すと 仮定することができる・ とくに， 

経営の動態として 成長があ ると ぎ ，増大する経 

営規模を資金的に 調達するためには ，株式を分 

敬 させる必要があ り，持株比率は 減少するもの 

と考えられる・ただし ，前述の資本金のごと 

く，資本金を 増大させないで ，過小資本のまま 

にしておくと ， どのような現象が 生ずるのであ 

ろ うか ・資産総額が 増大しても，持株比率は 小 

さくならないで ，大きいままになることが 考え 

られる． 

ラーナーは，帳 簿資産によって 会社 500 社を 

順序づ け ，企業規模が 大ぎくなると ，例外はあ 

るが ．その支配は 個人を超えて 経営者の手に 移 

るという・すなわち ，持株比率 10% 未満の会社 

の数が増えるとするのであ る， とくに，帳 簿資 

産の上位 2 ㏄社を調べると ，持株比率 10% 未満 

の経営者支配の 会社は， 167 社 83.5% であ り， 

経営者支配は ，完成に近づいているように 見え 

る， と 彼は述べる   (R. J ・・ Le て nner, M Ⅴ a れク タひ 

， /,ent COo れ trol  a 切切 e  Large COrpor 屋 too れ ， 

(Dunellen:  New  York,  1970 ， pp.l9-22.) 

われわれの調査では ，その実態はどのように 

なっているのであ ろうか・表 42 によると，資産 

総額の「 小 」から「 大 」に向けて，持株比率 

は，「 小 」 8.9%, 「中丁」 13 ユ %, 「 中 」 10 ・ 3%, 

「中上」 10.4%, そして「 大 」 9.8% となって い 

る ． 「 小 」の段階を除いて ， 資産総額が大ぎく 

なるに つ れて，株式所有が 大旨分散している ， 

と 読んで良いのであ ろう・ 

しかし， なぜ「 小 」の資産総額の 会社が ， 

8.9% と低い持株比率をもつのであ ろうか，資 

料のあ る 8 社について調べると ，そのうち 6 社 

がラジオ局で ，開局は 50 年代 3 社， 60 年代 3 社 

と新しく，資本金 は 「 中 」 5 社，「中丁」 2 社 

と か きいとはいえない・ 他方，資産総額が 小さ 

いだけでなく ，営業収益， 当期利益とも「 小 」 

ないし， 「欠損」の会社が 多く， この意味で ， 

過大資本金気味であ る・ この会社 群は ，次の資 

産 総額「中丁」段階すなわち 40 年代と 50 年代開 

局とラジオ局が 多く，資本金が「 小 」 3, 「中 

丁」 3, 「 中 」 2 などと資本金が 比較的小さい 段 

階と対比的であ る・要する サこ ，資産総額「 小 」 

段階では，資本金が 小さいといえず ，過大資本 

金気味であ り，集中的な 株式保有は， その地域 

社会の特性や 時代の状況をも 反映して，容易で 

はなかったと 思われる． 

資産総額が小さくても 株式集中が大きいとは 

いえないことは ，表 49 からも読みとれる． この 

表は，資産総額の 大きいものから 小さいものへ 

と 73 社を並べ ， 5 つの段階に区切ったものであ 

る・ 資産総額の一番小さい (9.5 億円 ) 段階で 

も，持株比率Ⅱ・ 00% であ り，一番高い 数値を 

示していない． 

表 49 では，大きな 傾向としては ，経営者支配 

の傾向があ るにしても，段階ごとに 見るときに 

は， この傾向が明確に 表われているとはいえな 

い ． これは，上述のように ，資本金が過大や 過 

小の会社が少なくなく ，資本金が経営状況を 適 

切に反映せず ，持株比率の 動きが非弾力的であ 

るためであ る・ いや，それ以上に ，民放産業 

が，一般産業上位 2 ㏄ 社 と比べると，資産総額 

規模がはるかに 小さく， ラーナ一などが 指摘す 

る傾向をそのまま 表わしていないのであ る・ こ 

のことは， ラーナ一の研究で ，上位 500 社をと 

ると，経営者支配の 会社の比率が 小さくなるこ 

とからも，理解できる・ 

(3) 民放 社 における少数支配と 経営者支配と 

の実態 

民放 社 には， ラ @ ナ一のい う 多数所有 (50% 

以上 80% 未満 ) や私的所有 (80% 以上 ェ ㏄ %) 

は 見当らず，少数支配 (10% 以上 50% 未満 ) と 

経営者支配 (10% 未満 ) が見られる・ 

表 42 は，四捨五入して 比率を計算してあ るの 

で，ラーナ一の 持株比率の計算の 仕方に修正し ， 
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表 49  筆頭株主の持株比率 と 化度総額の大小 73 社 

資産総額平均額 

( 単位億円 ) 

 
 

時
値
（
 

主
均
 

株
平
 

頭
率
 

華
北
 

持株比率 中段「 10% 」 

区分社数下段「 10% 未満」 筆頭株主Ⅰ上段「 10.1% 以上」 

資産総額 Ⅰ～ 15 位 316.2 9.37 

]
7
7
 

  

資産総額 16 ～ 30 位 68.5 10 ． 7 

2
5
8
 

 
 

資産総額 31 ～ 45 位 42. 7 9. 17 

2
6
7
 

3 

資産総額 46 ～ 59 位 25.9 11.83 4 

7 

3 

資産総額 61 ～ 73 位 9. 5 11. ㏄ 6 

5   
注 45 ～ 47 位は資産総額が 同じ 36 億であ るため， 45 位として持株比率の 高 い 10% を計上した． 

しかも「 10% 」の区分を設定したのが 表 50 であ そこで，経営者支配のもとでは 資産総額および 

る・ 「 10% 」は，議決 数が 10 分の 1 を超えると 貸本金の平均値はともに 大きいといい うる ・ 

支配と規定される ( 「放送局の開設の 根本的基 持株比率の大きい「 10% 以上」区分Ⅱ社につ 

準」第 9 条 ) ので，重要な 境界線であ る・表 50  いて見ると，ラジオ 社 ，近畿地域，筆頭株主 一 

によれば， 「 10 ． 1 捧 以上」区分 u 社 (14.86%), 般 株式会社に多い・ 表 43 ～ 46 からも，開局が 早 

「 10% 」区分 穏社 (37.84%), および「 10% 末 いことがわかる・ m0 大株主合計では ，すべてが 

満 」区分 35 社 (47. ㏄ %) であ り，少数支配 52.7  51.4% 以上であ る・ 

% と 経営者支配 47.3% となっている・ 経営者 支 比較的古い開局の 会社が多く，資本金額が 
配の比率が低 い のは，産業・ 経営規模が小さい 「 小 (3 億円未満 ) 」 6 社， 「中丁 (3 億円以上 

ためといえ よう ・そして，「 10% 未満」という 形 5 億円未満 ) 」 3 社 と ，その金額が 小さい・ た 

式 基準でなく，経営者支配の 実態を見るために だし， 2 社だけは， 例外的に大きい・ 資本金額 

は ，次節で取り 上げるような ，専任・兼任取締 が小さいことが ，株主集中を 可能ならしめてい 

役の内部昇進比率を 検討しなければならない・ る 大きな要因であ ろう． 

さて，民放 社 における少数支配と 経営者支配 利益 額 で見ると，「欠損」 3 社，「 り、 」 1 社， 

の 実態を，表 50 から見ることにしょう・ 持株 比 「中丁」 2 社，「 中 」 1 社，および「中上」 3 社， 

率の平均は，大旨資産総額平均値と 資本金平均 および「 大 」 1 社であ る・利益が「欠損」また 

値 と反比例している ，とくに，「 10.1% 以上」で は 少ない会社 6 社は， 高 比率の株を所有して ぃ 

資産総額が例覚的に 大きい 1 社を除いて平均値 るものの，この 利益ではうま 味はない・お 荷物 

をとると， 31.9 億円となり，完全に 反比例する， 感 をぬぐえないが ， それぞれの株主が ， 「地域 
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表 50  民放 社 における少数支配と 経営者支配の 実態 (74 社 ) 

持株比率 

平均 % 

資 ①北海道，東北 
2 東 京 頭 2 地方公共団体 
3 関東・甲信越・ 静岡 株 3 新聞社 

額 平 兼 ③ U 局 4 中部・北陸 主 4 放送会社 
5 一般株式会社 

円       
      

 
     

① 2  (  8.3) 
0  1  (  7.1) 

持株上ヒ 率 Ⅰ (20 ． 0) 
② 工 (20 ・ 0) 

②③④⑤⑥ 

ⅠⅠ 10.0) 
「Ⅰ 0 ． 1%  以上」 21.63  Ⅰ 03.55  4,45 

③ 3 (10 ・ 7) 
1  (12.5) 
4@ (50.0) 

Ⅱ 社 (14.86%  ) ④ 5  ( 穏 ． 4) 0 ( 0 ) 
⑦ 3  (21.4) 
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注 比率は，たとえば 兼営局の合計に 対するものなど ， タイプ別合計を 工㏄としたものであ る   

社会放送」の 発展という名のもとに ，経営Ⅴ こ参 る ・ 筆頭株主では ， 新聞社が多いが ， これは 

如 しているものと 思われる・他方，利益の 大 き 「支配集中排除」規定に 基づくものであ ろう   

い 5 社は， この投資が魅力的であ る・ 中でも， また， 「個人」が多いが ，個人では 10% あ るい 

大きな資本金額をもっ 会社があ り，交渉 力 ・ 系 は 10% 未満をもっのがせいぜいであ るといえ ょ 

列化 ・安全株主化のための 高い持株比率ではあ ぅ ・他方，個人でも 持ち ぅ ることがこの 民放 産 

ろ 5 が， トップの行動が 正当性という 社会基準 業 という業種の 規模の小ささを 示している   

に 合致することが 求められる   民放 社は ， いまや，地域社会で ， どのような 

次に，持株比率「 10% 」区分では， U 局が多 筆頭株主のもとで ，どのような 株主を構成する 

く ，北海道・東北，九州・ 沖縄，中部・ 北陸と かが重要な課題となっている ょ 5t, こ 見える・ 

いった地域に 多く見られる・そして ，筆頭株主 4. 10 大株主持株比率の 合計の分析一一系列 

としては複数株主，放送会社，地方公共団体が 性 か地域 密辮性 か一一 

著しいが， とくに複数株主は ， 10% を上限とす (l) W0 大株主柱成城 略 

るものの，株主の 安定化と協調性を 軸としてい 近年放送局を 設立するのに ，横浜型というも 

る とが理解できる・ のがあ ることを聞いた・ 多くの申請者の 中で ， 

最後の経営者支配「 10% 以下」地区では ， 兼 誰を株主にするかの 点で，商工会議所を 中心と 

常居 と V 局が多く， また，東京，中国・ 四国， して調整が行なわれたというのであ る・他方放 

関東・甲信越・ 静岡といった 地域が顕著であ 選局には，テレビネット 系列，ラジオ ネ、 ット 系 
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表 51 10 大株主 所有株式数の 発行済株式総数に 対する割合 く 合 計 ノ   1  l 不 平 

均   ィ直 

全 体 
83    一 一 5@ 17@ 19@ 18@ 7@ 4@ 3@ 1@ @@ 9@ 50.6 

  100. 0  一 @@ 6.0 20.5 22.9 21.7@ 8.4@ 4.8@ 3.6@ 1.2@ - 10.8 
ラジオ・テレビ 兼営単独 

兼営 局 

テレビ (VHF) 

テレビ (UHF) 

ラジオ 

24 
Ⅰ 00 ． 0 

7 
Ⅰ 00 ． 0 

30 
100 ． 0 

22 
100.0 

  2 7 7 6 2 一 一 一 一 一 
  一 8.3  29.2  29.2  25.0  8.3  一 一 一 一 一   1 1 2 一 Ⅰ 一 一 --- 2   一 14. 3  14. 3  28.6  --@  14.3  --- 一 一一 28.6   
  

2  5  7  7  3  1  1  1 一 3 
一 ・ 6.7  Ⅰ 6.7  23.3  23.3  10.0  3.3  3.3  3.3  . 一 Ⅰ 0.0   1 4 4 3 2 2 2 一 一 4 

  一 4.5  18.2  18.2  13.6  9. 1  9.1  9.1  一 一 18.2 

45.6 

53.2 

52. 2 

54. 3 

テレビネット 系列 
NTV(NNN) 

TB S(J NN) 

CX(FNS) 

ANB(ANN) 

テレビ東京 

泉城 U 局 放送 

その他 

19 
100 ． 0 

  Ⅰ 4 
Ⅰ 00.0 

Ⅰ 0 
100.0 

9 
Ⅰ 00 ． 0 

3 
%00 ． 0 

6 
Ⅰ 00 ． 0 

22 
Ⅰ 00 ． 0 

  1 5 3 5 3 1 一 
  @@ 5.3@ 26.3@ 15.8@ 26.3@ 15.8@ 5.3@ -   2 3 6 3 一 一 一 
  一 14.3  2 Ⅰ． 4  42.9  21.4  一 一 一   1 4 2 2 一 一   一 10.0  40.0  20.0  20.0  一 一   1 2 1 2 一 Ⅰ 一 
  一 11. 1  22.2  11. 1  22.2  一 11. 1  一   1 一 2  一一 一 @  --   一 33.3  一 66.7  一 一 一   1 1 2 一 一 

ⅠⅠ   一 16.7  16.7  33.3  一 一丁 6.7   
  

1 4 4 2 2 2 2 
一 4.5  %8. 2  18. 2  9. 1  9. 1  9. 1  9. 1 

  ]. Ⅰ   5.3 
一 一 一 
一 一 一 

  ]. 工 

一 一 10.0   2 

一 一 22. 2 

一 一 一 
一 一 一   Ⅰ エ 

一 一 16.7 

1 一 4 

4.5 一 18.2 

48.9 

43.2 

53.0 

49.0 

48.7 

57.2 

56. 1 

地 域 
北海道・東北 

東 京 

関東・甲信越，静岡 

中部・北陸 

近 

中国・四国 

九州・沖縄 

14 
1 ⅠⅩⅠ． 0 

7 
100.0 

13 
Ⅰ 00. 0 

9 
100.0 

8 
100 ． 0 

16 
100.0 

16 
Ⅰ 00.0 

  4 5 2 一 3  一一 一一 一 - 一 51.2   一 28.6  35.7  14.3              一 一 一     1 2 1 一 Ⅰ 一 一 一 2  .51.4   一 14.3  28.6  14.3  一 14.3  一 一 一 28.6     3 3 2 1 1 一 一 一 一 3  : 40.5 
  一 23. 1  23. 1  丁 5.4  7.7  7. 7  ---  一 一 一 23. Ⅰ           1 2 2 1 2 一 一 一 一 1  ; 47.0 
  一 11.1  22.2  22.2  11.1  22.2  一 一 一 一・ 11.1           2  - 一 3 1 一 0  _@  - 一 一 : 59.8   一 25.0  一 37.5  12.5  一 25.0  一 一 一         3 5 6 1 一 一 一 一 1  : 48.8   一一 18.8  31. 3  37.5  6.3  - 一 一・ 一・ 一 6.3           1 2 3 4 2 一 Ⅰ Ⅰ 一 2  ; 55.9 
  一 6.3  12.5  18.8  25.0  12.5  一 6.3  6.3  一 12.5         

筆頭株主 
個 人 

地方公共団体 

新聞社 

放送会社 

一般株式会社 

複数株主 

公表せず 

14 
100.0 

11 
Ⅰ 00 ． 0 

15 
Ⅰ 00.0 
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Ⅰ 00 ． 0 
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  一 21.4  14.3  42.9  7. 1  7. 1  7. 1  一   Ⅰ " 一 一 @  一一 一 "  一 @  一 
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表 52 ラジオ ・ テレピ兼営単独の 

持 社 資 資 営 梯ォⅡ 資 営 資 
本 産 業 D 産 c 

株 
金平 （ 

総 （       
比   禾吋 

益 
オキⅡ 回 
益 転 

率 数 円 A 円 B 円 C  期月 D 率 % 率 % 率 

10.1% 以上 2 2.05  55.5  57 10.70  Ⅰ． 03 
9 5. ス 133 Ⅰ 27 

兼 営 局 10% 10% 未満 13 8.3   6.47  0 ． 95 
6.70  1.27 

合 計 24 6.63  131. お 150 ．㏄ 10. 19 153.@64 6.76  1. 15 

10.1% 以上 Ⅰ ll Ⅰ 12 820 1082 129 ① 1075 11.92  1.32 
10% ヰ土 5 3% 12.69  Ⅰ． 01 

V 局 10% 未満 3@ 29.33@ 423 
331 42 
563.33  31.3 ⑧ 840 l06   ,70 5.56  1.33 

合 計 5 21 483.2@ 620.6@ 52.98 252. 刃 8.46  1. 笘 

10.1% 以上 3 5.23  45.67  55 9.7 Ⅰ． 20 

U 5.76  36.86  42.5 
局 10% 10%  未満 1 Ⅰ 

14 
8.31 41.82  44.9 エ   

合 計 28 6.70@ 39.75@ 44.79 4.08 ㏄． 83 9. 11  1. 13 

10.1%  以上 5 2. 18 14.2 18 1. ユ Ⅰ． 27 
10% 4 

一 フ 。 ン オ 10% ラ尺析箭 8 5.23 15 
4. ㏄ 

  

合 計 17 4.24 14.19  18.38 1.56 34.65 8.50  1.30 

10.1%  以上 11 3.88@ 103.55@ 131.91@ 14.38@ (D370.56@ 10.90@ 1.27 

全 
28 2 124. ㏄ 9.06  1. ㏄ 

体 10% 10%  未満 35   6.36  1.29 

合 計 74 7.08@ 94.62@ 113.32@ 8.89 123.79 7.84  1.20 

注 経営目標の符号は 次の通りであ る． 01 総資産額の増大， 03 売上高の増加， 04 利益の増加， 05 付加価 

11 一人当りの利益・ 付加価値の増大 

ぅ ・民放局は，所得が 小さく (62 年所得では， 民 見ると，複数株主，一般株式会社，および 個人 

放の トップ局は 3M 位で，東京電力の 2.27% に が 高く，放送会社と 新聞社が低い・ 後者では， 

すぎない ) 規模も小さいので ，株の買占めがあ 「支配集中排除」の 規定の効果と 受げとめるこ 

リラ ることを懸念することがあ ろう・ただし ， とができよう・ 他方前者は， これら株主を 中心 

キ 一局は，公共性の 強い産業であ るから，幅の として，地域社会での 民放局への関心の 深さを 

広い株主構成を 考えることが 必要であ る   示すものとも 考えられる・ 

W0 大株主の持株比率を 地域別に見ると・ これ 地域社会放送の 発展のために ，収益力の低い 

が 高いのは近畿の 8 社 59.8% であ り，低いのほ 民放局を地域の 関係者が育てている 例は少なく 

関東・甲信越・ 静岡の 10 社 40.5% であ る ( 不明 な い ・また，民放 社 では，現在地域社会との 深 

が 3 社 ). 前者で比率を 高めている 3 社には， 資 い 密着の状況として ，資本の全桂平均の 70.6% 

本金の小さい 開局の比較的古いラジオ 局 2 社が が，また役員の 84.0% が，地域関係のものであ 

含まれており ，株式集中が 容易であ る・ただ， 理 るという ( 日本民間放送連盟「昭和 63 年高免許 

虫 がそれだけというのではなく ，近畿の地域的 関係資料」 63 年Ⅱ 月 ， p,7). 

思考の特性が 見られるのではないかと 考える・ このような地域社会での 民放局の密着 度 にも 

表 51 から筆頭株主別に 10 大株主の持株比率を かかわらず， この資本 ( 株式 ) 密着というの 
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持株比率と収益率との 明 保 

資   径 間 利 
産 D 

経利 

菜 （ 営豊益 営益 
  平 視 対 理 迫間 

員均 ） 
益 白芋 成 倉木 15   標 伍 長 l 度 (") 

(  1  :  1)  4.5 
04 一 5,  03 一 2,  08 一 2 (@ 7@:@ 2)@ 3.@78 

( 9 : 3)@ 3.67   (17:  6)  3.78 

① 15,73  1,402 03-1 て 0  :  1)  エ 

( 0 : 1)@ 4 
(  2  :  Ⅰ )  4 

(  2  :  3)  3.4 

(  2  :  ⅠⅠ 4.33 
03 一 9,  10 一 3,  ㏄ 一 1,  08 一 1 (  2  「 12)  3.79 

( 6 : 5)  4.27 

  (10  「 18)  4.04 

97.4  03- 一 4,  11 一一 1 ( 1 : 1)  3.4 
2  6.76 ③① 1.5 46.8  03 一 3,  04 一 1 ( 1 : 3)  3.25 
① 19,52 60.4  03.--5,  04- 一Ⅰ， 05. 一 ・Ⅰ， 08 一 Ⅰ   ( 3 : 5)  3.88 

11. ㏄ 68.1  03 一 12.  04 一 2.  05 一 1,  08 一 1,  11 一 1 (  5  :  12)  3.  59 

① 13.89 あ 9 03 一 7,  04 一 2,  08 一 1,  11 一 1 ( 4 : 7)@ 3.64 
② 9.07  219.8  03 一 15,  04 一 7.  08 一 3,  10 一 3 (10  : 18)  3.7 Ⅰ 

③ 8.18  267.8  03 一 Ⅰ 3,  04 一 12,  06 一 3,  08 一 2,  ⅠⅠ 一 2,  01 一 1,  05 一 Ⅰ (20@:@ 14)@ 3.@94 

9.39 248,3  03 一 35,  04 一 21,  08 一 6,  06 一 3,  10 一 3,  11 一 3,  01 一 1,  05 一 1  (34  : 39)  3.81 

値の増加， 06 総資本利益率の 維持と増大， 08 売上高利益率の 維持と増大， 10 一人当りの売上高の 増加， 

は ， 且 U 財界拠出型ということで 割 切ることはで、 とにしたい   

きないであ ろう・資本拠出の 面で，市民参加， われわれは，さきに 筆頭株主の持株比率の 態 

公共参加の形を 工夫することが ，民放局の発展 様を類型化するために ，表 43 ～ 46 で経営成績を 

は っながるものと かえよう ・ 5 段階方式で表示した・ しかし， ここでは， 生 

の 数字で，資本金利益率と 資産総額利益率とを 

5. 筆頭株主の持株比率と 収益性 算定した・表 52 のとおりであ る・ 

(1) 筆頭株主持株比率と 資本金収益性・ 資産 この表は，持株比率の 大小と経営成績の 良し 

総額収益性 悪しの関係を 明らかにしている・ まず，貸本金 

民放局では，筆頭株主の 持株比率と収益性 と 収益性について 見ると， ラジオを除いていずれ 

の 関係はどのようになっているのであ ろうか   0 タイプの民放 社 においても，持株比率が 高い 

経営者支配がもしも 収益性を低下させるとする と ，資本金利益率が 大きくなっている・ V 局を 

と ，経営者の正当性はどこに 見られるのであ ろ 除いた各局で ，持株比率が 高いと平均資本金が 

ぅか ・地域密着性が 問われている 今日，経営者 小さくなることが ， この関係に寄与している・ 

は 何を目標として 事業運営をしていくのであ ろ 貸本金が小さい 方が有利となる 理由 は ，資本金 

うか ． 末項では， こ う いった問題を 検討するこ が ， 営業収益や当期利益に 対して過小計上され 
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ているためであ る・ このことから ，持株比率の 

高い株主は高収益を 受けている・ 他方・「 10% 
未満」区分の 経営者支配の 民放局では， ラジオ 

を除いて，資本金収益 力 はもっとも低くなって 

いる． 

次に，資産総額利益率について 見ると，上記 

の過小計上の 問題はなく，実体としての 資本が 

動いている・ 稼働している 資本が効率的であ る 

かどうかが関心の 的となる・民放 社 全体として 

見ると，資本金利益率と 同じように，資産総額 
利益率は，持株比率が 高いほど大きい ，すなわ 

ち， 「 10.1% 以上」 13.89%, 「 10% 」 9.07%, 

および「 10% 未満」 8.18% であ る・ 

経営者支配の 会社では， この利益率は 低く， 

能率が良くないといえよ う ， このことは， 「 10 

% 」区分を「 10.1% 以上」区分と 合体して「少 

数支配」として 見るとき，その 対比は一層明確 

になるものと 思われる・ 

ところが， タイプ別に分析すると ， この経営 

者支配の不能率ということは ，一概にいうこと 

はできない， ラジオでは， これが逆になってい 

るし，兼営 局 では，経営者支配は 中位であ る・ 

もっともラジオでは ，持株比率が 小さい間の方 

が ， 両 利益率とも高くなっているが ，それはあ 

る局が 22 億円という大きな 額の利益を得ている 

ことが，大きく 寄与している・ 

(2) 経営者支配の 局の不能率性の 原因 

以上のごとく ，民放 社 全体では，持株比率の 

低い経営者支配の 会社は，利益率が 低い・それ 

では， なぜこの ょう な不能率が生じるのであ ろ 

うか．われわれは ，その理由として ，経営者の 

自己目的の遂行 ( 官僚制 ) とか経営者の 大きな 

自由裁量 度 といったものを 挙げることにした 

い・ ( 奥村恵一 F 経営者経済学の 基礎山上巻第 
7 章，下巻 第ェ 0 章，森山書店，昭和 50 年 ). し 

かし，それを 証拠だてる資料は 必ずしも十分で 

はない・そこでまず ，従業員数を 掲げてみよ 

ぅ ・ この従業員数は 経営者数も含んでおり ，経 

営官僚制の一つの 論拠になると 思われるためで 

あ る・一般的傾向として ，従業員数の 平均 は， 

259 人， 219.8 人， および 267.8 人と「 10% 未満」 

区分で高く出ている・ また合計数は ， 「 10 ． 1% 

以上」 2,846 人， 「 10% 」 6,1M4 人， そして「㎎ 

拓 未満」 9,374 人と，利益率と 反比例的であ る． 

とくに， V 局では 1 社で 1,402 名を抱える会社 

があ り， これを例外として 除くならば， 「 10 ・ 1 

捗 以上」平均の 259 人という数値は ， 144.7 名 

となり，経営者支配の 不能率の問題は 人員の数 

の多さという 論拠で解決できるであ ろう・ 

次に，経営者支配の 不能率は，官僚制を 形成 

する人々の 非 「利潤」意識に 関わるものと 思わ 

れる・経営者支配の 会社は ，問 14 で明らかにし 

た利益以覚の 売上高などの 経営目標をもってい 

たり， あ るいは 問 15(a) で設問したよらに 利潤 

追求 度 が低く，たとえばジャーナリズム 性，文 

化向上，番組制作などの 経営理俳に力を 入れて 

いるためであ ると仮定することができる・ 

まず，指標として ，経営理俳を 取りあ げよ 

ぅ ・表 52 によれ ば ，利益追求 度は ， 「 10 ， 1% 以 

上」 3. ㎝， 「 10% 」 3.71, および「 10% 未満」 

3.94 となっており ( 会社が問 15(a) の 1, 2, 3, 

4, 5 に付した番号の 平均値 ), 経営者支配の 会 

社ほど利益追求愛が 高くなっており ，われわれ 

の 意図と反する・ もっとも， この回答では ，利 

益が少ないので ，利益追求意欲を 大ぎく表現し 

たとも解釈できる 面もあ り， この理念について 

の調査では，十分な 証拠を提示することはで き 

ない， 

さらに，指標として 経営目標を用いることに 

しょう・経営目標の 持株比率別の 内容は，表 52 

に掲げたとおりであ る・ ここで 8 個の経営目標 

を示したが， この 8 つを，利益 ( 株主 ) 型と成 

長 ( 売上高，経営者 ) 型とに区分すると 次のよ 

うになる・利益型   ㏄利益の増加， 05 付加価 

値の増加，㏄ 総資本利益率の 維持と増大， 08 売 

上高利益率の 維持と増大，および u 一人当りの 

利益・付加価値の 増大・そして ，成長型   01 

総資産額の増大， 03 売上高 ( 収益 ) の増加， お 

よび㎎一人当りの 売上高の増大・ 

利益 対 成長の数値を 表 52 の括弧内に示した・ 
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全体では， 「 10 Ⅱ % 以上」 4:7 ( 利益志向 度 4/ 

11, 36.4%), 「 10% 」 10: 18 (35.7%), そして 

「 10% 未 満」 20: 14 (58.8%) であ る・ これを 

見ると，経営者支配の 民放 社で ，利益志向 度 が 

非常に高いといいうる・ しかし， この点につい 

ては前稿で論じた よう に，たとえば 兼営 局は ， 

利益に力点を 置いており，それは 拡大しすぎた 

ことへの反省でもあ り， それだけ安定期に 入っ 

ているといえる・ この ょう に，経営目標の 指標 

でも，われわれの 考えている仮定は 証明されな 

い・経営理俳や 経営目標は，従業員数などのよ 

うに実体を表わすものではないためであ る・経 

営者支配の不能率を 論拠づけるためには ，実際 

の考え方や経営風土の 実態を調べることが 必要 

であ ろう・ また， タイプ別分析をふまえ ，開局 

年の違い，地域市場の 大小など， タイプに特有 

な事情を探り 出すことも大切であ る． 

-- 概 史ャこ   従業員を多く 抱え官僚化した 組織 

は，他の区分と 比べたときの 不能率について ， 

どのように正当性を 主張するのであ ろうか・正 

当性の論拠としては ，㈲目的合理性の 遂行， ぽ 

手段合理性の 遂行，および (3) リーダ一の適性と 

いう 3 つの要素を挙げることができる． このさ 

い ， 目的合理性として ，地域社会の 株主への利 

益 配分ということと 同時に，地域社会全体にど 

れほど貢献するかが 重要な目的となるであ ろ 

う・経営者の 地域社会全体への 貢献は，地域社 

会の株主構成と 同様，大切な 課題であ る． 

XIIL. 民放社の取締役 

1. 民放社の取締役の 総数 

(1) 取締役の総数に 閲する民放 社 全体の謂 杢 

結果 

民放社の株主 - とくに 10 大株主の分析に 続い 

て，経営の中枢を 担当する取締役について 調査 

することにした・ 株主であ るがゆえに選任さい 

れた取締役は 何人ほどいるのか ，その専門性の 
ゆえに選ばれた 内部昇進の取締役は 何人ぐらい 

いるのであ ろうか・ まず， 問 19 は ， く 取締役の 

総数 ノ について尋ねたものであ る・その回答 

は，民放 社 全体として，次のようになっている． 

① 16 人以上 20 人以下， 37 社 (44.6%), ② 11 人 

以上 15 人以下， 26 社 (31.3%), ③ 6 人以上 托 

八 以下， 8 社 (9.6%), ④ 2 工人以上 25 人以下， 

6 社 (7.2%), ⑤ 26 人以上 30 人以下， 3 社 (3.6 

%), 合計 80 社，平均値 16.2 人であ る・ 

(2) 取締役総数に 関する民放 社の タイプ別分 

析 

民放社の取締役数は ，平均が 16.2 人，一番多 

ぃ 人数帯 は ， 16 人以上 20 人以下， 37 社 (44.6%) 

となっている・ 表 53 は，取締役の 総数を ぅ       

兼営単独別に 見たものであ る・これによると ， 

取締役の数は ， U 周平均値 t8,1 人， V 局 16.5 人， 

兼営同 16.0 人，そしてラジオ 14.0 人であ る． 

もっとも， この資料だけでは ，興味あ る結果 

が得られないので ，民放社の取締役を ， ラ ・ テ 

兼営単独，開局 年 ，従業員数，および 筆頭株主 

のタイプ別に 分けて分析し しかも取締役を 専 

任 ( 常勤 ) と兼任 ( 非常勤 ) とに区分することに 

した・その結果は ，表 54, 55 のとおりであ る・ 

取締役の専任と 兼任の区分については ，公表 

しない会社 9 社，回答不完全な 会社 8 社があ 

り ， これらを除くと 回答として使用できるもの 

は 66 社であ る (83-9 ヰ ). 

さて，表 54 に よ ると， ラ ・ テ 兼営単独では ， 

専任取締役の 数に明らかに 相違があ る・ 1 社当 

りの人数では ，① V 局ェ 0 人 ，②兼営同 9.55 人， 

③ U 同 6.65 人，および④ラジオ 3.73 ソ 、 となって 

おり，その較差は 大きい・これは ，経営規模の 

相違を示すと 同時に取締役についての 見方に時 

代の違いが反映されている・ただし ，後者 2 局 

は ，専任の不足分を 兼任で補っており ，全体と 

して 辻 妻が合 5 2 5 になっている． 

開局年別に見ると ，専任取締役の 平均人数に 

ついて，明確な 傾向があ る・①兼営同 9.55 人， 

② 20 ～ 29 年 9.33 人，③ 30 ～ 39 年 9.2 人，④ 40 ～ 

49 年 6 人，⑤ 50 ～ 59 年 5.36 人，および⑥㏄ 年以 

降 3.2 人であ る・つまり，年代が 新しいほど， 

専任取締役の 人数は減少している・それという 
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表 53 取 締 役 の 総 数 
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表 54 民放社の専任 ( 常勤 ) 取締役と兼任 ( 非常勤 ) 取締役の数 
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のも，開局が 新しいほど 賛内 のない ( コストの して「 大 」Ⅱ・ 21 人という結果であ る・経営規 

少ない ) 経営者 陣 が求められているためであ ろ 模 が大きいほど ，専任取締役の 仕事が増大する 

（ ノ ナ ためであ る， もっとも， 規模が小さくても ， そ 

表 にほ出ていたかが ，専任取締役の 数は， 資 の 分 兼任取締役の 機能，たとえば 対外関係業務 

本金よりも，資産総額および 従業員数 ( 経営規 は必要であ る   

模 ) と 関連 牲 をもっている・ 資本金について 筆頭株主別に 専任取締役の 数 は， ①放送会社 

は ， 「 小 」 7.64 人， 「中丁」 5.48 人， 「 中 」 7.5  10 人，②新聞社 9.54 人，③ ト般 株式会社 8 人， 

人 ， 「中上」 5.63 人， および「 大 」 9.85 人であ ④複数株主 6.67 人，⑤地方公共団体 5. 工人，お 

り ， 資産総額については ， 「 小 」 3.75 人， 「 中 ょび ⑥個人 5.07 人であ る・放送会社や 新聞社が 

下 」 5.56 人， 「 申 」 5.95 人， 「中上」 8.2 人， そ 筆頭株主になっている 民放 社は ，規模が大ぎく ， 

して「 大 」Ⅱ・ 5S 人 となっている・ 従業員数に それだけ経営者の 仕事量が多いのであ ろう・ 

ついては，表 55 のごとく， 「 小 」 2,56 人， 「 中 (3) 専任取締役と 兼任取締役の 機能の違い 

下 」 6.7 工人， 「 中 」 6.14 人， 「中上」 8, ㏄ 人， そ ここで，専任取締役と 兼任取締役の 機能の違 

表 55 民放 社 のま 任 ( 常勤 ) 取締役と兼任 ( 非常勤 ) 取締役の数 

一一従業異数と 筆頭株主刑一一 

ク， 祀 ・、 ． 

数 

  ム   
全 体 

1098   

従業員数 

50 人未満 9 社 23 Ⅰ 04 127 
1 社当り人数 2.56 ェ Ⅰ， 56 14. 11 

50 人以上 7 社 47 79 126 
100 人未満 Ⅰ 社 当り人数 6.7 Ⅰ 11.29 Ⅰ 8 

1 ㏄ 人 以上 28 社 Ⅰ 72 302 474 
2 ㎝ 人 未満 1 社当り人数 6. Ⅰ 4 Ⅰ 0 ． 79 16. 93 

200 人以上 8 数 71 54 125 
300 人未満 1 社当り人数 8.88 6,75 15.63 

300 人以上 14 社 157 89 246 
1 社当り人数 11.21 6.36 17.57 

筆頭株主 

個 人 14 社 71 135 206 
1 社当り人数 5.07 9.64 14.71 

地方公共団体 1m 社 51 134 185 
1 社当り人数 5. 1 13.4 18.5 

新聞社 Ⅰ O4 228 
1 社当り人数 13 社     124 9 .54 8 Ⅰ 7,54 

放送会社 33 73   8.25 18.25 

一般株式会社 l3 社   104   106 210 
1  社当り人数 8 8.15 16.15 

複数株主   80      116 Ⅰ 96 
    1 社当り人数 12 社     6.67    9.67 16.33 
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いを推測してみよう・ まず，専任取締役の 数と 

兼任取締役との 数を比較して ，専任の多い 会社， 
両者が同じ会社，そして 兼任の多い会社を 調べ 

てみた・その 数は， 25 社， 2 社，そして 39 社で 

あ る・その内訳は ，専任の多い 会社 (25 社 ) は， 

兼営 局 15 社， V 同 4 社， U 局 4 社， そしてラジ 

オ 2 社であ る．両者が同数の 会社 (2 社 ) は， 

兼営同工 社と U 局 I 社であ る・そして，兼任の 

多い会社 (39 社 ) は，兼営 局 4 社， V 局 1 社， 

U 局 21 社，そしてラジオ 13 社であ る・ 

これを見ると ，先の開局年の 資料と併せて ， 

兼営居や V 局では専任を 多く必要としてぎた ， 

それは，規模の 大きさや経営の 専門化が必要で 

あ ったためであ ろう・ しかし年代を 経るにし 

たがって， U 居やラジオでは ，取締役の軽量化 

が図られ，専任に 代えて兼任で 済ますよ う にな 

った・それは ，規模が小さいので 必要であ り， 

また可能であ った・そして 重要な視点の 転換が 

あ ったと思われる・それほ ，系列化の視点から 

地域密着の視点であ る・後者の場合は ，一般産 
業での株主総会の 軽視の風潮の 中で，地域を 代 

表する兼任取締役が ，専任取締役を 補佐すると 

同時に，地域 ( 外部 ) の視点から経営に 関与し 

またこれを監視もしてきたものと 思われる   

2. 取締役の選出母体 

(1) 取締役の選出母体に 関する民放 社 全体の 

謂 杢 

次いで， 間 20 は ， く 取締役の選出母体 ノは つ 

いて記入を求めたものであ る・ この調査は ，経 

常 における「所有と 支配の分離」の 傾向を探る 

ために行なっている・ 専任取締役が 株主であ る 

がゆえに選出されているのか ， あ るいは内部 昇 

進者の専門性によって 選ばれているのかを 知り 

たいのであ る・ この間に記入した 会社は， 72 社 

であ る ( 公表しない会社 4 社，回答不完全な 会 

社 7 社を除く， 83 一 4 一 7 二 72. なお，不完全回 

答には誤解があ る・株主の中の 個人とは，あ く 

まで個人が株主であ り，その理由をもって 取締 

彼 に選出された 人をい う ). ただし 72 社の中 

で 「 10 大株主」について 回答していない 会社が 

6 社あ るため， 「 10 大株主」と「取締役の 選出 

母体」とを「所有と 支配の分離」傾向を 見るた 

めに対応して 分析する時に 使用できる会社は ， 

66 社であ る・ ここで，選出母体の 集計結果を 66 

社 について示せば ，表 56 のとおりであ る，な 

お，上述の 10 大株主を公表していない 6 社の取 

締役の公表数は ， プラス数として 表示した・ 

表 56 は， あ くまで民放 社 側の判断にもとづく 

集計結果であ るが，株主であ るために選出され 

た取締役と内部昇進の 取締役とを区分できるよ 

うに設計した・ これによると ，専任取締役につ 

いては，株主を 選出母体とする 者 199 名 (42.3 
%), そして内部昇進者 256 名 (54.5%) となっ 

ている・ ちなみに，一般産業の 大企業 134 社で， 

常勤取締役のうち 社内出身者は ， 田 ・ 0%(2,398 

人 ) という経済同友会の 調査 ( 昭和 52 年 7 月 ) 

があ るが，民放 社 では 54.5% であ り，規模の小 

ささや地域密着の 点から， このような結果とな 

るのであ る． 

他方，株主代表が 42.3% もあ り， その内訳 

は ，新聞社 78 名 (16.6%), テレビ・ラジオ 44 

名 (9.4%), 個人 37 名 (7,9), 地方公共団体Ⅱ 

(3.0%) など多彩であ って，その種類は 合計 15 

に及ぶ・ なお，会社関係の 出身者は，新聞社と 

テレビ・ラジオ 社を除いた場合， 268  (5.5%) 

となっている・ 「その他」は ，郵政省など 官庁 

出身者が多く ，大学職員出身者も 含んでいる・ 

次に，兼任取締役の 数と比率については ，下 

記のようになっている・すなわち ，社内昇進者 

9 名は・ 4%) そして株主代表㏄ 2 名 (95.86%) 

と ，圧倒的に株主代表が 多い・ この株主代表の 

内訳は ， 次のとおりであ る・「その他会社」 2 ㏄ 
名 (33.3%), 個人 103 名 (16.4%), 新聞社 86 

名 (13.7%), 地方公共団体 51 名 (8.1%), 銀 

行 418  (6.5%), テレビ・ラジオ 社 26 名 (4.1 

%), 鉄道会社 20 名 (3.2%), 商社・百貨店 は 

名 (2.7%), 不動産・興業会社 15 名 (2.4%) 

などであ る・ そして，会社関係の 出身者は，新 

聞社とテレビ・ラジオ 社を除いて， 336 名 (53.5 
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表 56 な任 ・兼任取締役の 選出母体 

取締役の選出母体 @  専任取締役の 数 l その割合 l@  兼任取締役の 数 ! その割合   

l 個 人 名
 

3
7
 

3
 

I
.
I
 

十
 

7.9%     +16  103  名   16.4%   

  聞 社 名
 

7
8
 

2
 

十
 

16.6%@ II@ +5 86  名   13.7%   

  テレビ・ラジオ 社 名
 

4
4
 

1
.
 

Ⅰ
 

十
 

9.4% II +2 26  名 @  4.1%   

株   出 版 社 名
 

Ⅰ
Ⅰ
 

+
3
 

0 ・ 2%  @    千 5   
，広告代理店 名

 
2
 

0 ・ 4%         2 名   0.3%   

  銀 行 名
 

8
 

I
.
I
 

十
 

1.7%           一     6.5%   

@ 証 券 会社   1 名 

  4 名 

  Ⅰ 杢召 

  

 
 

4
%
 

 
 

 
 

0
2
3
2
 

Ⅰ
Ⅰ
 
1
3
8
 

工
 

3
 

各
省
名
君
名
客
冬
者
名
 名
 

3
%
 

⑳
 

W
u
7
9
 

2
 
㏄
 

ぬ
 

9
 

0
 
Ⅰ
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 上 
Ⅰ
Ⅰ
 

十
 

十
干
 
十
 

 
 

 
 

%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
9
2
6
9
0
0
4
0
 

5
%
 

 
 

O
3
4
 

0
0
0
0
0
 

5
 

l 不動産・興業会社 

。 鉄 道 会社 
l 商社， 百貨店 

電力，ガス会社   4 名 

主 
鉄 鋼 会 社   0 名 

電気メ ーカ ー   0 名 

各
各
 

 
 

+
4
 

 
 桂

林
 

ム
 
百
司
 
団
 

 
 そ

地
 社内から昇進してきた 人 ・   十 Ⅱ 256  名   

従 業 員 代 表   2 名 l 0 ・ 4%           O 名 l 0%   

その他 ( 具体的に   13  名 2.8%         17  名 2.7% 
  

ム 計     +35 470  名 100%     +41 628  名 100%   
両 者 の 合 計 +76 

  
1098  名 

 
 

注 ㈲ 合計 66 社が基本． 10 大株主を公表していない 6 社は，プラス 数として示した． 

(2) 専任取締役の 割合 42.8% 
兼任取締役の 割合 57.2% 

%) であ り，一般株式会社関係が 激増してい 
る・ このさい， 「その他会社」には ， 建設， 食 

品，生保，石油，燃料販売，海産物，酒造，機 
械製作，木材，楽器販売， 紙業 ，運輸， 自動車 

とくに， 「その他会社」の 増加ぶりは眼をひく・ 

ここには，兼任取締役の 利害者代表の 性格が表 

われている・ これらの取締役は ，地域株主とな 

った一般株式会社が ， その地域社会的視点 ( あ 

るいは単なる 利益追求者の 場合もあ ろうが ) か 

ら役員業務を 遂行し， また専任取締役の 業務を 

チェックするのであ る・ 

(2) 取締役選出母体の 持株比率利分析 

メーカⅠ通信，紡績， 印刷，学校法人などが 

あ る・ このさい，設計時に「その 他会社」の細 

分が必要であ った・ 

このように，兼任取締役では ，内部昇進者が 
取締役選出母体で 関心のあ ることほ， 筆頭株 減って，一般株式会社関係者が 増大している   
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主の持株比率別の 分析であ る・ ここで， 「所有 きない・専任取締役の 内部昇進者率は ， 「 10 ・ 1 

と支配の分離の 傾向から仮定できることは ， 持 % 以上」 61.0%, 「 10% 」 53%, そして「 10% 

株 比率が低くなるにつれて ，内部昇進の 取締役 未満」 56.0% となっており ，順次， 減 と増とな 

が増大する」というものであ る・それは，株式 っている，他方株主を 母体とする株主母体取締 

集中のさいは 株主ないし株主代表の 取締役が多 役 比率は，順次， 増 ，減であ り，その比率もか 
かったものが ，資産規模が 多くなるにつれて ， なり高い・ 

株式が分散し 経営者の専門化が 深まり， 内部 昇 兼任取締役の 傾向は，持株比率が 減るに つ れ 

道者が増えるというものであ る・ て ，個人と「その 他会社」の比率が 増大し ，そ 
表 57 に よ ると，残俳ながらその 仮定は証明で の数値は高い・ 

表 57 草頭株主持株比率 別 ウ任・兼任政伸 役 0% 出母体 

個 

  

A@ 37@(7.9%)@ 2(2.6)19(9.5)16(8.3)103@(16.4%)@ 4(5.8)40(15.6)59(19.5) 

新 聞 社 78  名 て Ⅰ 6.6%  ⅠⅠ 4(18.2)26(  13)38(19.7) 一ヱ 丘 二名 (13.7%  )  Ⅰ 0(14.5)37(14.5)39(12.9) 

テレビ・ラジオ 社 44 名 (9.4%)  Ⅱ 1.3)26(  13)17(8.8)  26 名 (4.1%  )  3(  4.3)  臥 3.1)15(5.0) 

出 版 社   上格 く 0 ・ 2%  )  1(  1.3)  0(  0)  0(  0) ユ名 (0.3%  )  1(  1.4)  0(  0)  1(0 ・ 3) 

株 

  
銀 行   8  名 (  1.7%  )  2(  2.6)  3(  1,5)  3(  Ⅰ・ 6) 一里二名 (  6.5%  )  7(10.1)22(  8.6)12(  4.0) 

証 券 会 社   1 名 く 0 ・ 2%  )  0(  0)  工 (  0 ・ 5)  0(  0)- 三名 ( 0.5%)  0(  0)  2(0.8)  1(0.3) 

不動産・興業会社   4  名 (  0 ・ 9%  )  2(2.6)  2(  1)  0(  0)- ユ巳 名 (2.4%  )  3(  4.3)  3(  1.2)  9(3.0) 

鉄道会社 - 上格 (  0 ， 2%)  Ⅱ 1.3)  0(  0)  0(  0L ヱ旦名 (3.2%  )  臥 7.2)10(3.9)  5(  1.7) 

商社，百貨店   3 名 く 0 ・ 6%  )  2(  2.6)  ユ (  0 ・ 5)  0(  0)  17 名 (  2.7%  )  3(  4.3)  7(  2.7)  7(  2.3) 
主 

電力，ガス会社   4 名 (  0 ・ 9%)  ㏄ 0)  臥 1.5)  1(  0 ・ 5)  11 名 (  1.8%  )  2(  2.9)  臥 1.2)  臥 2,0)     
鉄 鋼 会 社   0  名 く 0%)  0(  0)  0(  0)  0(  0)    7  名 (  1.1%  )  0(  0)  3(  1.2)  4(  1.3) 

電気メーカー   0 名 く 0%)  0(  0)  0(  0)  0(  0)    9 名 (  1.4%  )  0(  0)  4(  1.6)  5(  1.7)   
その他会社 ( 具体的に )   2ig(0.4%)0( 0)・ 1)・ 0)・ 

地方公共団体 14  名 (  3,0%)  以 2.6)  8(  4)  4(  2.1)  51 名 (  8.1%  )10(14.5)1 吠 7.0) 刀 (  7.6) 

社内から昇進してき た 人 256（g・   9@(1.4%)0( 0)1(0.4)8(2.6) 
従業員代表   2 名 (  0.4%)  ㏄ 0)  ㏄ 0)  2(  1.0)    0 名 (  0%  )  0(  0)  0(  0)  ㏄ 0) 

その他 ( 具体的に )  13 名 (  2.8%  )  2(2.6)  3(  1.5)  8(4.1)- ユ二名 (  2.7%  )  1(  1.4)  7(  2.7)  9(  3.0) 

合 計 470  名 (1 ㏄ %  )77(  1 ㎝ )200(1 ㎎ )193(100)  628  名 (  100%  )69(  100)256(1 ㏄ )303(1 ㏄ ) 

株主母体取締役総数 199  名 28 9l 80 602 名 68 勿 8 286 

そ の 上ヒ 率 42.3% 36.4  %.5  41.5 95.9% 98.6@ 96.9@ 94.4 

1 社当りの取締役 数 7.12  名 7.7 名 7.41 6.66 9.52 名 6.9 9.48  10 ． 45 
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表 58  民放 社 における少数支配と 経営者支配の 実態 (66 社 ) 

筆頭株主 
単独 

持株比率   

ラ ・ テ兼 ・ 営 地 域 

社 社 社 
  

①
②
③
④
 

エ
 2
 
工
 
0
 
 

①
②
③
④
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2
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3
4
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3
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3
 

⑤
⑥
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⑤
⑥
の
 

土
工
工
工
 
7
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3
3
 

①
②
③
④
①
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③
④
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2
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②
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Ⅱ
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⑤
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⑤
⑥
 

2
2
2
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Ⅰ
 

①
②
③
①
②
③
 

8
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2
7
 

 
 

 
 

 
 

2
9
 

7
4
 

 
 

 
 

 
 

3
 

9
 

8
 

5
 

7
 

2
1
 

2
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8
 

5
 

4
 

3
 

9
 

9
 

3
 

2
 

Ⅰ
 工
 

7
 

l
 
Ⅰ
 
上
 

  

 
 

 
 

 
 

  44.72 7.3  ⅠⅠ 4.03  :10.46        277.0   
    29 社   

10% ヲモ汚窃窃窃 

    ④ ェ 

注 経過年数は， 62 年現在までとする． 
開局 年 ， ラ ・ テ 兼営単独，地域，および 筆頭株主の符号は 477 頁と表 50 を参照されたい   

そこで，表 58 を見ながら，持株比率と 内部 昇 ているためであ ろう． 

進の専任取締役比率とが 相関しない原因を 考え 

てみよう・民放社の 場合，持株比率は ，資本金 3. 取締役選出母体のう・ テ 兼営単独利分析 

平均と相互に 関係するが，実体資本であ る資産 

総額や従業員数とは 合致しない・「 10.1% 以上」 内部昇進者の 取締役就任の 多少は，むしろ う 

区分では，そもそも 過小資本であ るから実体と ・ テ 兼営単独別の 分析をするときに ， 明確とな 

乖離するといえる・ 他方，専任取締役は ，その る ・その結果は ，表 59, ㏄にまとめてあ る・ こ 

  珪格 上資本金でなく ，実働の資産総額や 従業員 れによると， 内部昇進者の 割合は兼営 局 82.7 

数 と関係するのであ る， 拓 ， V 局 58%, ラジオ 46.4%, そして U 局 別府 

この視点から 見ると， 内部取締役比率につい % であ る・それぞれの 局を持株比率別に 区分す 

て ， これが「 10 ・ 1% 以上」区分で 多いのは， 表 ると，兼営 局 ， U 局 ， およびラジオでは 内部 昇 

58 の資産総額平均，従業員平均， さらには開局 遊者が減少するという 逆 方向であ り， V 局 だ け 

以降の経過年数 (24.6 年 ) から説明がつく・ 後 は 正方向であ る   

者は，開局後年月が 経つにつれて ，専門性を深 それでは， なぜこの 4 局において，専任取締 

めた内部者が 取締役になるためであ る・そもそ 彼 における内部昇進者の 比率がこの ょう に異な 

も ，民放 社 では，持株上 ヒ 率が高いといっても ， るのであ ろうか・ それは， 居 、 う に ， 資産総額や 

近代性を備えており ，同族会社を 想定すること 従業員数の増大ということ 以上に開局以降の 経 

は 間違いであ る・ 過年度に依ると 考えられる・ 年度が経過するに 

また，表 57 から，持株比率が 減少するに つ れ つ れて，内部の 専門家が累積して 昇進しまた 

て ，取締役 数 01 社当りの平均が ，専任で減少 取締役の専任・ 兼任についての 考え方が系列的 

し 兼任で増大している・それは ，なぜであ ろ 色彩から地域密着志向に 変化したと考えられ 

ぅか ． どうも，順次開局 年 が新しく，経過年数 る ・ ちなみに， 4 局の開局年の 平均 (62 年現在 

が少ないために ，新しい傾向，すなわち 取締役 に至る経過年数平均 ) を掲げると，次のとおり 
報酬の削減意識，地域密着株式分散志向が 働 い であ る・兼営 局 昭和 31.3 (30 ・ 7 年 ), V 同 33.4 
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表 59  ラ ・ テ 兼営単独別ウ 任 ( 常劫 ) 取 

取締役の選出母体   兼 営 局 

(  2,  9,  9  ) 

個 人 37 名 (  7.9%  ) 12  (  6.3)  (  0 ， 9,  3  Ⅰ 

  

新 聞 社 78  名 (  16.6%  ) 16@ (@ 8.4)@ (@ 0 ， 5 ， 11@ ) 

テレビ・ラジオ 社 44 名 (  9,4%  ) 1@ (@ 0.5)@ (@ 0.@ 1.@ 0@ ) 

出 版 社   1 名 (  0 ・ 2%  ) 0  (  0  )  (  0 ， 0 ， 0  ) 

株 
広 告 代 理 店 2 名 (  0 ． 4%  ) 1@ (@ 0.5)@ (@ 0 ， 0 ， 1@ ) 

銀 ノ ー TT -   8  名 (  1.7%  ) Ⅰ て 0 Ⅰ 5)  (  0 ㌧ 0,  Ⅰ ) 

証 券 会 社   1 名 (  0 ・ 2%  ) 0 ( 0 Ⅰ く 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

不動産・興業会社   4 名 (  0.9%  ) 0 ( 0 Ⅰ ( 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

鉄 道 会 社   1 名 (  0.2%  ) 0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 

商 社，百 貨 店   3 名 (  0.6%  ) 
主 

0 ( 0 ) ( 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

電力，ガス会社   4 名 (  0 ・ 9%  ) 0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 

鉄 鋼 会 社   0 名 (  0  %) 0  (  0  )  (  0 ， 0,  0  Ⅰ 

電気メ ーカ ー   0 名 ( 0 %) 0 ( 0 ) ( 0J  0 ワ 0 ) 

その他会社 ( 具体的に )   2 名 (  0.4%) Ⅰ て 0 Ⅰ 5) ( 0 ㌧ Ⅰ ， 0 Ⅰ 

地方公共団体 14 名 (  3.0%) 0  (  0  )  (  0 ， 0 ， 0  )   
社内から昇進してきた 人 256 名 ( 54.5%) 158  (  82.7)  (  20,  74.  M  Ⅰ 

従 業 員 代 表 2 名 (  0 ・ 4%) 0  (  0  Ⅰ く 0 ， 0 ， 0  Ⅰ 

その他 ( 具体的に   13 名 (  2.8%) 1@ (@ 0.5)@ (@ 0.@ 0.@ 1@ ) 

合 計 470  名 (100  %  ) 191  (100  )  (  20.  90.  81  Ⅰ   
内部取締役率 % 54.5 82.7 (100 ， 82.2 ， 79.0) 

新聞社・テレビラジオ 社 % 26.0 8.9 

上 以外の会社 % 5.5 Ⅰ・ 5 

株 主 合 計 % 42.3 16.8 

従業員数 ( 平均 ) 人 16,716  (253.3) 8,035@ (401.8) 

専任Ⅰ従業員 % 2.8 2.4 

(28.6 年 ), U 局 48.5 (13.5 年 ), およびラジオ 

51.5 (10 ・ 5 年 ) であ る・なお， ラジオに は， 古 

い開局のものが 3 社ふくまれており ， その内部 

昇進度は， 66.7% であ る・ 

表 59 によって，専任取締役の 分析をさらに 続 

  

けたい・内部昇進の 取締役が民放局全体の 平均 

で 54.5% であ るのに対して ，株主あ るいはその 

代表は牡・ 3>% と， 少なくない・ 局 別には，兼営 

局 16.8%, V 局 38%, U 同 70.4%, そしてラジ 

オ 社 46.5% であ る・その構成で 著しい株主比率 
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神役の選出母体 括弧内前「 10.1% 以上」， 中 「 10% 」， 後 「 10% 未満」 

  

V 局 U オ ラ ジ 

5 社                     26 社   ( 4,  4,  7  Ⅰ 

10@ (@ 17.9)@ ( 1.@ 2.@ 7@ )   42  ( 24.3)  ( 5,  18.  19  Ⅰ 

15@ (@ 8.7)@ ( 1.@ 8.@ 6@ ) 

6  (  Ⅰ 0.7)  (  6.  0 ， 0  Ⅰ 

0  (  0)  (  0,  0 ， 0  Ⅰ 41@ (@ 23.7)@ (@ 1 ， 25 ， 15@ ) 2@ (@ 3.6)@ (@ 0 ， 0 ， 2@ ) 

1  (  2)  (  1,  0 ， 0  ) 0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 0 ( 0 ) ( 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

1@ (@ 2)@ (@ 1.@ 0.@ 0@ ) 0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 0 ( 0 ) ( 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

0  (  0)  (  0.  0.  0  ) 3@ (@ 1.7)@ (@ 1 ， 
2, 0 Ⅰ @l 

4@ (@ 7.1)@ (@ 1.@ 1.@ 2@ ) 

  
0  (  0  )  (  0. 

  2@(@ 4)@ (@ 2.@ 0.@ 0@ )   

1  (  2)  (  0 ， エ ， 0  ) 

2  (  1.2)  (  0.   0 ( 0 りく 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 

0  (  0  )  (  0 ， 0 ， 0  ) 

0@ (@ 0)@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 0  (  0  )  (  0. 
0 ， 0 Ⅰ i 

1@ (@ 1.8)@ (@ 1.@ 0 ， 0@ ) 

  0  (  0)  (  0 ， 0 ， 0  ) 0  (  0  )  (  0 ， 0 ， 0  ) 

  

0@ (@ 0)@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 

0  (  0)  (  0 ， 0 ， 0  )       

3  (  1.7)  (  2. 

3@ (@ 1.7)@ 0 ， 

0  (  0  )  (  0.   0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 

1@ (@ 1.8)@ (@ 0.@ 0.@ 1@ ) 

  

0@(@ 0)@(@ 0.@ 0.@ 0@ )@ 1   0  (  0  Ⅰ く 0 ，   0  (  0  )  (  0,  0 ， 0  Ⅰ 

  

0 ( 0) ( 0 ， 0 ， 0 Ⅰ 
エ (  0 ． 6)  (  0 ， 1,  0  )   0 ( 0 ) ( 0 Ⅰ 0 芽 0 ) 

  0@ (@ 0)@ (@ 0.@ 0.@ 0@ ) 12  (  6.9)  (  2,  7,  3  )  @ 2  (  3.6)  (  C し Ⅰ p.1 ） 

  29  (58)  (  4,  6,  19  ノ     43@ (@ 24.9)@ (@ 7.@ 22.@ 14@ )   26  (  46.4)  ( Ⅰ 6,  4,  6  Ⅰ 

  

0  (  0)  (  0 ， 0 ， 0  ) 2@ (@ 1.2)@ (@ 0 ， 0 ， 2  )       0  (  0  )  ( 0 ， 0 ， 0  ) 

2  (  4)  (  1,  0,  エ )   6  (  3.5)  (  1, 1,  4  )   4  (  7.1)  (  0.  2.  2  ) 

50@(100)@(@ 12.@10.@28@ )      173  (100  Ⅰ (20,  90,  63  Ⅰ   56  ( Ⅰ 00  %  (25,  Ⅰ 0.  21  Ⅰ 

  
58 (33.3.  60.  67.9)   24.9 (35,  り ・ 4,  22.2)     46.4 (64 ， 40.@ 28.6) 

  

28.0 48.0 14.3 

  Ⅰ 0 ． 0 6.9 10.7 

  

38 70.4 46.5 

4,191@ (838.2) 3,481@ (133.9) 1,0 ㏄ (67.3) 

  
1.2   5.0 

  
5.6 

は ，新聞社とテレビ・ラジオ 社の合計であ り， って創設されたというその 成立過程を示してい 

兼営同 8.9%,  V  同 28.0%,  U  同 48.0%,  そし る ． 

て ラジオ 14.3% となっている・ なお， ラジオ ここで注意すべきことは ，専任取締役の 対 従 

は，個人の比率が 17.9% と高い・ U 局では， テ 業員数比率であ る・ それは，兼営 局 2.4%, V 

レビ・ラジオ 社が多く，テレビ・ラジオ 社によ 同 1.2%,  U  同 5.0%,  そしてラジオ 5.6%  とな 
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表 ㏄ う，テ 兼営単独 別 兼任 ( 非常勤 ) 取 
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っている・前 2 者は，従業員 1 ㏄人の中で占め 

る 割合は少ない・ 他方， 1 社当りの専任取締役 

の平均人数は ，兼営 局 9.55 人， V 同 l0 人， U 同 

6.65 人， そしてラジオ 3.73 人となっている ( 表 

54) ので，前者 2 局が相対的に 大きな専任を 抱 

えている・兼営 局と V 局は， 1 社当りの専任は 

多いが，従業員が 多いので，従業員との 対比で 

は少なくなっている． 

次に表㏄から ，兼任取締役の 特徴を探ってみ 

たい．内部取締役率は 1,4% にすぎず，株主 合 
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締 役の選出母体 括弧内前「 10.1% 以上」， 中 「 10% 」， 後 「 10% 未満」 
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5  (  16.7)  (  2.  0.  3) 11@ (@ 3.6)@ (@ 0 ， 6 ， 3  (  1.8)  (  1.  0.  2) 

  1@ (@ 3.3)@ (@ 1 ， 0 ， 0)     0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0) 

0  (  0  Ⅰ く 0 ， 0,  0) 
    9@ (@ 5.4)@ (@ 1 ， 5 ， 3) 

Ⅰ (  CL6)  (  1,  0,  0) 
  

  1@ (@ 0.3)@ (@ 0 ， 1 ， 0)   0@(@ 0@ )@ (@0.@ 0.@ 0)   

  
  4 ( 13.3) ( 2 ， 0 ， 2)   4@(@ 1.3)@ (@0.@ 3 ， 1)     3@(@1.8)@(@1 ， 0 ， 2)     

  
0@ (@ 0@ )@ (@ 0.@ 0.@ 0) 10  (  3.3)  (  1.  7.  2)   6@(@ 3.6)@(@4 ， 0 ， 2)   

  

2  (  6.7)  (  0 ， Ⅰ ， ⅠⅠ 

  

2  (  1.2)  (  0.  1.  1) 

  エ (  3.3)  ( 0 ， 0,  Ⅰ )   

4  (  1.3)  (  2.  1.  1) 

4@ (@ 1.3)@ (@ 1 ， 1.@ 2)     3@ (@ 1.8)@ (@ 1 ， 1 ， 1)   

  0  (  0  j  (  O,  0 ， 0) 

0  (  0  )  ( 0,  0,  0)   5  (  3.0)  (  0.  1.  4) 

1  (  0.6)  (  0.  1.  0) 
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計の比率は 95.9% であ る・一般株式会社の 比率 

は 33.3% と多く，個人 16.4%, 新聞社 13.7% が 

これに次いでいる・ 一般株式会社の 内容は多彩 

であ り，地域社会での 多様な株主の 存在を思わ 

せる・ とくに， U 局と ラジオは，兼任取締役の 

対 従業員比は， 8.7 人と 16.6 人と多く， また 1 

社平均でも ェェ ． 65 人 と 11.13 人と多くを数える 

( 表 54). 地域社会での 民放 社 とくに U 局とラジ 

オ への関心の深さを 示すものといえ よう ・ 
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出
 個 人 11  名 (  15.5%) 

新 聞 社 4@ (@ 5.6%) 
テレビ・ラジオ 社 7@ (@ 9.9%) 

社 内 昇進者 43@ (@ 60.@6%) 

他 6  (  8.5% Ⅰ 

計 71@ (100@ %) 

    
* 比率 5% 以上の項目を 記載す．以下同じ   

筆頭株主 地方公共団体 10 社 

個 人 33  名 (  24.4%) 

新 聞 社 7  (  5.2% Ⅰ 

テレビ・ラジオ 社 10@ (@ 7.4%) 

銀 行 8@ (@ 5.9%) 

そ の 他会社 60  ( 44.4%) 

他 17@ (@ 12.6%) 
計 Ⅰ 35  (100  %  ) 

出身母体 専任取締役   出身母体兼任取締役 

新 聞 社 8  名 (  15.7%  ) 個 人 33 名 ( 勿 ． 6%) 

テレビ・ラジオ 社 4@ (@ 7.8%) 新 聞 社 10@ (@ 7.5%) 
地方公共団体 8@ (@ 15.7%) 銀 一行 ， 7  (  5.2%) 

社内昇進者 21@ (@ 41.1%) その他会社 33  ( ス ． 6%) 

他 ュ 0  (  19.6%  ) 地方公共団体 然 ( 20.9% Ⅰ 

計 51  (1 ㏄・ 0%) そ の 他 刀 ( 17.2%) 
計 134@ (100@ %) 

表 62 筆頭株主 柄Ⅱ 社 と放送会社の 場合の取締役の 選出母体 

筆頭株主 新 聞 社 13 社 

出身母体 専任取締役   出身母体兼任取締役 

新 聞 社 40  名 (  32.3%) 新 聞 社 22  名 (  21.2%) 

テレビ・ラジオ 社 9  (  7.3%) テレビ・ラジオ 社 6@ (@ 5.8%) 

社内 昇進者 ㏄ ( 51.6%) その他会社 35  ( 33.7%) 

他 11@ (@ 8.9%) 地方公共団体 11@ ( 10.6@ ) 

計 124@ (100.0%) 他 30  (  28.8  ) 

計 104  (1 ㎝． 0  ) 

筆頭株主 放送会社 4 社 

出身母体 専任取締役 

個 人 3 名 (  7.5%) 

新 聞 社 4@ (@ 10.0%) 

テレビ・ラジオ 社 6@ (@ 15.0%) 

地方公共団体 2  (  5.0% Ⅰ 

社 内 昇進者 23  ( 57.5%) 

他 2@ (@ 5.0%) 

計 40  (100.0%  Ⅰ 

出身母体 兼任取締役 

個 人 13  名 ( 39.4%) 

新 聞 社 5@ (@ 15.2%) 

銀 行 2@ (@ 6.1%) 
鉄 道 会 社 2@ (@ 6.1%) 

その他会社 7@ (@ 21.2%) 

他 4  (  12    1%) 

計 33@ (100.0%) 
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表 63 章頭株主 一般株式会社と 複数株主の場合の 取締役の選出母体 

筆頭株主 一般株式会社 13 社 

出身母体 専任取締役   出身母体兼任取締役 

個 人 12 名 ( Ⅱ． 5%) 

新 聞 社 10@ (@ 9.6%) 

社 内 昇進者 69@ (@ 66.3%) 

他 13@ (@ 12.5%) 

計 Ⅰ 0A  (l00 ． 0%  Ⅰ 

個 人 6  名 (  5.7%  ) 

新 聞 社 22  ( 20.8%) 

銀 行 12@ (@ 11.3%) 

そ の 他会社 33@ (@ 31.1%) 

他 33@ (@ 31.1%) 

計 106@ (100.0%) 

筆頭株主 複数株主 12 社 

出身母体 専任取締役 

ィ固 人 

新 聞 社 
テレビ・ラジオ 社 

社 内 昇進者 
他 

計 

6 名 (  7.5%  ) 

12@ (@ 15.0%) 

15@ (@ 18.8%) 

36@ (@ 45.0%) 

11@ (@ 13.8%) 

80@ (100.0%) 

出身母体 兼任取締役 

個 人 14  名 (  12.1%  ) 

新 聞 社 17@ (@ 14.7%) 

銀 行 10@ (@ 8.6%) 
そ の 他会社 41@ (@ 35.3%) 

そ の 他 8@ (@ 6.9%) 

他 26  (  22.4%) 

計 116@ (100.0%) 

注 その他会社は ，それより上に 明示されている 以外の会社を 含み，たとえば 建設，食品，生保，石油， 

燃料販売，海産物，酒造，機械製作，木材，楽器販売， 紙業 ，運輸，自動車，メーカⅠ通信，紡績， 

印刷，学校法人であ る． 

その他は，株主，社内出身者，従業員代表以覚のものをいい ，たとえば官庁出身者などを 指す． 

他は， 5% に満たない項目がいくつかあ り，その合計であ る・ 5% 以上のものは ，項目を立てて 記 
裁 した． 

4. 取締役の選出母体の 草頭株主刑分析 方が多い ). また，専任の 社内昇進者 43 名，兼任 

一一タイプ刷モチル 化の韻 み -- の 「その他会社」㏄ 名は多い・ これで判ること 

(1) 筆頭株主「個人」の 場合の選出母体 は ，筆頭株主が 個人であ れば，専任取締役も 個 

取締役の選出母体の 分析をさらに 展開するた 人であ るという単純な 図式を画くことはできた 

めに， これをタイプ 別に分析し，そのモデル 化 いことであ る・社内昇進者の 数の多さから ，「 そ 

を少しでも試みることにしたい． とくにこれを の他の会社」などとの 間の多様な関係とその 背 

筆頭株主別に 分類し パター ソ 化すると， 表 景を伺い知ることができる・その 点で，第 2 位 

61. 62. 63 のとおりであ る・筆頭株主別に 選出 以下の株主の 分析を待たなければならない・ 

母体を見る時には ，社内昇進者の 数に関連づ け 筆頭株主個人に 属する 14 社を ェつェつ 調査 

ながら，個人株主であ れ機関株主であ れ，株主 しその類型を 記載すると，次のとおりであ 
と 取締役との関係の 整合性がクローズアップ さ る ． 

れる， ① 個人 ( 専任の選出母体 ) のみ 3 社 

まず表 61 で ，筆頭株主が 個人であ る場合， 個 ( 規模が小さく ， 3 名まで ) 

人 が専任取締役でⅡ 名 ，兼任で 33 名は妥当であ ② 社内昇進者のみ 3 社 

る ・ ( なお，一般株式会社の 専任 m2 名 ( 表 63) の ( 専門性を求められている ) 
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③ 個人十官庁 エ在 L 

④ 個人十テレビ・ラジオ 社 十社内昇進者 

1 社 

⑤ 個人十新聞社十社内昇進者 エ在 L 

⑥ ラジオ・テレビ 社 十社内昇進者 キ 00 

0  0 新聞社，その 他会社 ) 3 社 

⑦ テレビ・ラジオ 社十 銀行，社内昇進者 

十地方公共団体 各 1 社 

③～⑤は個人関連型であ り，⑥は専門家型で 
あ る・これら専任取締役の 純粋型と多様型は ， 

さらに多様な 兼任取締役の " ターソによって 補 

われている・ただし ，両者を同時にモデル 化す 

ることは容易ではない・ 

(2) 筆頭株主「地方公共団体」の 場合の取締 

役の選出母体 

地方公共団体が 筆頭株主の場合，必然的にそ 
の出身母体の 取締役が多いように 思われる・事 

実，専任で 8 名 (15.7%), 兼任で囲 者 (20 ・ 9 

%) が地方公共団体出身であ る・でも，それは 
思ったほどの 数ではない・ 他方，専任で 社内昇 

進者 21 名 (41.1%), 新聞社 8 名 (15.7%) が 

多く，兼任では 個人 338  ( り ・ 6%) と「その他 

会社」 33 名 (24.6%) が地方公共団体よりも 多 

い ．そのため，地方公共団体は ，専任で，社内 

昇進者や新聞社の 専門家集団，さらには 兼任 

で，個人や「その 他会社」との 相互関係・相互 

持株の必要性を 認めているといえよ う ・ このさ 

い，地方公共団体は ，地域での公共的立場で ， 

他の株主をリードすると 考えられる・ 

筆頭株主が地方公共団体であ る 10 社を ， 個々 

に類型化してみよう・ 

① 地方公共団体 ( 専任の選出母体 ) のみ 

I 社 

② 地方公共団体十社内昇進者 十 000 
( 新聞社， テレビ・ラジオ 社 ， 銀行， 

不動産・興業会社，商社・ 百貨店，電 
力・ガス会社，あ るいはまた個人 ) 

5 社 

③ 社内昇進者だけ 1 社 

④ 官庁出身者だけ 1 社 

⑤ 社内昇進者 十 000  ( 個人，新聞社 ) 

2 社 

地方公共団体が 筆頭株主の場合も ，専任取締 
役の純粋型と 多様型が，兼任取締役に 補佐され 

ながら， いっそ う 多彩な形を持っている・ 

(3) 筆頭株主「新山社」の 場合の取締役の 選 

出母体 

表 62 に よ ると， 筆頭株主が新聞社の 場合に 

は，さすがに 新聞社出身の 専任および兼任の 取 

締 役が数多い (40 名と 228). この辺りに，新 

聞社の人材の 層の厚さを感じるし またジャー 

ナリズム面での 専門性を想定することができ 

る． 

それでも，専任取締役として 社内昇進者が 多 

いこと，兼任取締役として「その 他会社」と地 

方公共団体が 数多く，相互に 重要な役割を 果た 

していることが 推定される・ 

専任の選出母体分類は ， 13 社について次のよ 

う になってる・ 

① 社内出身者 ( 専任の選出母体 ) のみ 

2 社 

② 新聞社十社内昇進者 十 000  ( 何も入 

らないケース ，個人，官庁，鉄道会社， 

広告代理店，銀行， あ るいはまたテレ 

ビ ラジオ 社 ) 7 社 

③ 新聞社十 000  ( 個人，テレ ビ @ / Ⅹ 。 

オ社 ，あ るいは官庁 ) 3 社 

④ 個人十社内昇進者 1 社 

( め 草頭株主「放送会社」の 場合の取神役の 

選出母体 

放送会社が筆頭株主になっている 場合には， 

テレビ・ラジオ 社の出身者が 専任取締役にそれ 

相応に 6 人 (15.0%) がなっているものの ，必 

ずしも多いとはいえない・むしろ ，社内昇進者 

が他のケイス と 同様多い比率 (57.5%) を占め 

ている・他方，個人が 兼任として就任している 

が，他のケイス と 比べて最も高い (39.4%). そ 

れ だ け ，地域では個人株主の 地位が高い・ 

放送会社が筆頭株主になるケ イス は 4 社と少 

ないが，次のような " ターンが見られる・ 
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① 社内昇進者 ( 専任の選出母体 ) だ け 

1 社 

② 社内昇進者 十 新聞社 1 社 

③ テレビ・ラジオ 社中新聞社十個人十 0 

00  ( 社内昇進者，地方公共団体， 銀 

行 ， あ るい ほ また不動産・ 興業会社 ) 

2 社 

(5) 筆頭株主「一般株式会社」の 場合の取締 

役の選出母体 

表 63 によると，一般株式会社が 筆頭株主とな 

っている場合 ( 鉄道 1, 金融 3, 交通 ェ ，電力 

2, その他 8 計 15 社，資料として 用いるのは 13 

社 ), 専任取締役がどのような 構成をもってい 

るかが判る。 一般株式会社とは ，新聞社とテレ 

ビ ・ラジオ 社 以外の株式会社を 指すが， 5% 未 

満のものは項目として 表に示されていない・ そ 

のため， 「 他 」の 13 名を分解すると ，複数項目 

計 6 名 (5.8%) が， これに該当する・ 他方， 

社内昇進者は 69 名 (66.3%) と，他のケース と 

比べ最も多い・ このことから ，一般株式会社の 

場合には， この会社から 専任を派遺するより 

も，社内昇進者に 専門事項を委せる 状況が存在 

するものと思われる・ 他方，一般株式会社は ， 

兼任取締役としては 多人数が就任している・ 銀 

行 12 名， その他会社 33 名， さらⅤこは「 他 」の中 

の該当分工 6 名，合計 61 名， 57.5% の多きを占め 

ている・地域株主は ，専任よりも 兼任の形で取 

締役に加わっている 者が多い・ 

筆頭株主が一般株式会社の 場合は 13 社であ 

り， これを類型化してみよう・ 

① 社内昇進者 ( 専任の選出母体 ) 4 社 

( 社内昇進者の 重用を示す ) 

② 個人 l 社 

③ 社内昇進者 十 000  ( 新聞社，銀行， 

あ る ぃほ 「その他」 ) 3 社 

④ 社内昇進者十個人十新聞社十テレビ・ 

ラジオ 社 ( 内 1 社は，銀行が 加わる， 

内 1 社は，新聞社がな い ) 3 社 

⑤ 社内昇進者 十 新聞社十出版社十広告代 

理店 十 不動産・興業会社十「その 他」 

I 社 

( 多様な構成で ，社長のリーダーシッ 

プに興味があ る ) 

⑥ 新聞社十地方公共団体 十 「その他」 1 社 

(6) 筆頭株主「複数株主」の 場合の取締役の 

選出母体 

筆頭株主が複数であ る会社は ， 形の上から 22 

社であ った・意思決定を 共同でやろうという 形 

であ り，地域で共同で 民放社を保有しようとす 

る 姿勢が表われており ，注目すべきであ る・ と 

ころが，個人だけの 個人型 3, 地方公共団体型 

ェ ，新聞社型 4 を控除すると ，実質的混合は M 

社となる・ この 14 社においては ，地方公共団 

体，金融機関，個人，新聞社，放送会社，農協 

連 ，電力会社，電鉄，「その 他会社」が， 2 ～ 4 

社混在している ，そして，資料として 利用でき 

るのは， 12 社であ る・ 

表 63 によって，複数株主の 場合の専任取締役 

を検討してみよう・ 「 他 」の 11 名の構成は，一 

般株式会社 6 名 ( 内 「電力， ガス会社」 3 名 ), 

地方公共団体 2 名， 従業員 2 名， 「その他」 1 

名であ る・全体として 見ると，社内昇進者が 他 

と 比べて少ない ，代りに， テレビ・ラジオ 社が 

比較的多いこと ， また一般株式会社とくに 電力 

ガス関係と従業員代表が 見られることに 気がつ 

@ 

複数株主であ るだげに， 目立った特徴はな 

く，専任取締役については ，平均的な数値を 示 

している・ただ ，専門的な身内関係とい 分か一 

家関係といったものが 見られ ( 新聞社， ラジオ 

テレビ 社 ，社内昇進者 ), その数値が， 表 63 か 

ら 63 人， 78.8% と大きい， 

他方，兼任取締役については ，複数株主を 反 

映して一般株式会社が 多く， また官庁出身者も 

比較的多数であ る・ 

次に，筆頭株主が 複数株主であ る 12 社をパタ 

ーソ化してみよう． 

① 社内昇進者 ( 専任の選出母体 ) のみ 

2 社 

( う ち 1 社は， 従業員代表を 含み ， 注 
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表 64 筆頭株主刑ウ 任取締役の選出母体 

取締役の選出母体 

    
個 

2 3 3 
人                                                                     

新 聞 
8 40 4 

社 78  名 (  16.6%)  く 5.6 Ⅰ (15.7) (32.3) (10 ) 

4 9 6 
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社内から昇進してきた 人 あ 6 名 ( 54.5%  ) 

従 業 員 代 表   2 名 (  0.4%) 

2 
(  2.8) 

] ■ ユ 8 
(  Ⅰ． 4)  (15.7) 
43 21   ）

 

2
 

5
%
 

 
 

1.1 

(@ 1.0) 
69 

(66.3) 
64 

(51.6) (57.5) 
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2 5   

計 
51 124 40 

ム口 470  名 (100  %  ) (100)  71 (1 ㏄ )  (1 ㏄ )  (1 ㏄ ) 

筆頭株主取締役比率 % 18.2 15.5 Ⅰ 5.7  32.3 15 

内部取締役率 % 54. 5 60.0@ 41.2@ 51.6@ 57.5 
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㏄
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5.8 7.5   

3 5 

23.1 41.7 

30.8  51.5 

会社取締役比率 % 2.4 5 

10% 未満持株比率社数     

            上ヒ 率 @  %   43.9   50    30  @  76.9  @  %   
株主合計比率 %    42.4    36.6    54.9  @  44.4    42.5 

  

目 すべぎであ る・労働組合の 執行部の 

出身者を調べたいものであ る ) 

② 社内昇進者 十 新聞社十ラジオ・テレビ 

るもの 3 社・同時に，証券会社，商社 

，百貨店，地方公共団体， あ るいはま 

た「その他」を 加えるもの 3 社 )  4 社 

③ 社内昇進者十個人 2 社 

④ 社内昇進者 十 銀行 I 社 

社十 000  ( 身内パターンと 呼び ぅる ・ 

ただし， ラジオ・テレビ 社を欠いてい 
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⑤ 新聞社十テレビ・ラジオ 社十 00O らの人は， いわば身内の 一体感 ( ジャーナリズ 

( 新聞社を欠くもの 1 社， 同時に ， 個 ム性 ) をもち， トップ・マネ 、 ジメントの中で 大 

人 ，地方公共団体， あ るいは電力・ ガ   きな影響力をもっものと 思われる・それは ， 民 

ス 会社を加えるもの 3 社 ) 3 社 放 桂平均で 80 ・ 5%, 筆頭株主新聞社で 91.2%, 

(7) 産業資本の参入と 支配構造の多様化 放送会社で 82.5% の多きを数える   

取締役の選出母体のタイプ 別分析として ， 筆 ところで，表 65 によると， 40 年代以降，民放 

頭株主の持株比率， ラ ・ テ 兼営単独，そして 筆 産業には新しい 動きの資本が 参入してぎた・ そ 

頭株主の主体をそれぞれ 取り上げた． このさ れは，伝統的な 新聞社や放送会社とは 異なる U 

い ，持株比率 ( 筆頭株主が何 % の株式を保有し 局や ラジオ中心の 貸本であ る・個人，地方公共 

ているか ) は，表 57, 表 59 のごとく取締役の 選 団体，複数株主などが 拠出し，これらが ，民放 

任 に直接の関係はなく ，むしろ筆頭株主の 主体 社を特別の事業としてでなく ， 一 @"  " 一 ビジネス 

( 誰が株式を筆頭で 保有しているか ) が重要な 進出の一環として 考えるような 資本であ る   

関連をもっている・すなわち ，筆頭株主が ，そ この動きを示すのが ，表 66 の兼任取締役の 表 

れを母体とした 取締役を一番数多く 選出してい であ る・ ここでは，全体として 336 名 (53,5%) 

るのであ る   の会社出身の 兼任取締役が ， 25 程度の産業から 

表 64 は，筆頭株主別に 議論してきたところを 派遣されている・これらの 人達が，伝統的な 立 

まとめたものであ るが，筆頭株主取締役比率と 湯 と対立し融和して ，民放産業をどのよう @ 新 

い う のが， それぞれの筆頭株主の 選出母体の取 しい形に形成しょうとしているのか 興味あ ると 

網役を示し， これがそれぞれの 箇所で最も大 き ころであ る   

い 比率となっている ( ただし社内昇進者を 除 取締役の出身母体の 多様性は，民放社の 地域 

く )   社会への浸透を 示すものであ ろう・誰が民放社 

ここで，民放 社は ，内部取締役の 比重が ， 他 の専任となり ，誰が兼任になるのか ，地域社会 

の 産業ほどではないにせ よ， 大きな地位を 占め 0 株主が民放 社 に求めるものは 何か， また民放 

ていること (54.5%) を指摘することができる・ 社 と他メデイ ア をどのように 結合させようとし 

これに加えて ， 新聞社とテレビ・ラジオ 社の出 ているか，そして 民放 社 をどのように 監視して 

見者を同族の 人と数えることができよう・ これ いくのか・これらの 問題を扱 い 解決していく 放 

表 ㏄ 草頭株主と開局 年 との関係 
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兼営 居に ついては，ラジオが 26 ～ 37 年，テレビが 30 ～ 35 年に開局している ， 
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表 66  筆頭株主刑兼任取締役の 遅出母体 

取締役の選出母体 
兼任取締役の 数 

66 社   

個 
33 4 13 6 Ⅰ 4 

人 """ 103  一 名 (  16.4%) (24.4) 33 (24.・ (・ (39.4) (・ (12.1) 
新   

Ⅰ 0 22 5 22 17 
社 86  名 (  13.7%)  (7.4) Ⅰ 0 (・ (21.2) (15.2) (20.8) (14.7)   

2 6 Ⅰ 1 5 5 
テレビ・ラジオ 社 26  名 (  4.1%) (・ 7 (・ (・ (・ (・ (・ 

出 版 
1.1 1.1 

社   2 名 (  0 ・ 3%) ( 1.0)@ ( 0.9) 

株 広 告代理 店   2 名 (  0 ・ 3%) 
1.1 ■ ユ ] 

(  1.0) (  1.0) 

銀 
7 2 2 12 Ⅰ 0 

行 41 名 (  6.5%) (  5.9)  8 (5.2)  (  1.9)  (6.1)  ( Ⅰ 1.3)  (8.6) 
ⅠⅠ ⅠⅠ Ⅰ 上 

証 券 会 社   3 名 (  0 ， 5%) (  0.7)  (  1.  0)   (  0.9 Ⅰ 

2 5 4 3 不動産・興業会社 15 名 ( 2  4 % ） （ 0 ・   7 ） - (1.5)  (4.8) (@ 3.8)@ (@ 2.@6) 
5 4 2 2 2 鉄道会社 20  名 (  3.2%) f・ 5 C・ (・ (・ (1.9) (・ 

4 4 2 5 
主 商社， 百 賃 店 17  名 (  2.7%  ) (  1.5) 2 (3.0)  (3.8) ( 1.9)  ( 4.3) 

ⅠⅠ 4 2 3 
電力，ガス会社 11  名 (  1.8%)  (0.7)  (  0.7 Ⅰ (  3.8) (@ 1.@9)@ (@ 2.@6) 

Ⅰ エ 2 アーム 1 Ⅰ ユ アユ   
電気メーカー   9 名 ( 1,4%) 

3 ⅠⅠ 3 2 

( 2.2) ( 3.0)  ( 2.8)  ( 1.7)   
そ の 他 会 社 33 35 7 33 41 

( 具体的に ) 209  名 (  33.3%  Ⅰ (44.4)  60 ( 穏 ・ 6)  (33.7) (21.2) (31.1) (35.3) 
あ 1 Ⅰ 5 3 

地方公共団体二二名 (  8.1%  )  (  3.0)  (20.9)  (10.6 Ⅰ ( 4.7)  ( 2.6) 

社内から昇進してきた 人   9  名 ( 1.4%  )  M  1 ㌔ ) Ⅰ 上 ⅠⅠ 5 
C@ 1.0)@ C@ 3.0)@ (@ 4.7) 

@  従業員代表     0 名 ( 0%) 
  

その他 ( 具体的に   17  名 (  2.7%  )   
合 計 羽 6 客 (1 ㏄ %  ) 

筆頭株主取締役比率 % 28.3 

会社取締役比率 勿 336  名， 53.5 

10% 以上持株比率社数 37 

そ の 上ヒ 率 % 56. 1 

株主合計比率 % 95. Ⅰ 

五 Ⅰ 

( 0.7) 
135 
(100) 

別メ 

57.6 

7 

50 

97.8 

3 3 2 
(  2.  2)  (  2.  9) (@ 1.9) 
134 104 33 106 
(100)@ (100)@ (100)@ (100) 

20.9  21.2 3.0  57.5 

43.3  54.8  39.4  57.5 

7 3 3 エ O 

70 23.1 75 76.9 

97.8  96. 1 97 93.4 

8 

(  6.9) 
116 
(1 ㏄ ) 

59.5 

7 

58.3 

93.1 

送が ，地域性をもつエリア 放送というものであ 

ろう・ ヱ リア放送が， どのような株主構成と 取 

締役構成をもつかは ，一重にこれが 地域におい 

てどのような 比重で扱われているかにかかって 

いる・地域社会での 経済，政治，文化の 中で， 

リーダーシップをもつ 人が，放送の 重要性を俳 

頭に置きっ っ ， 資源配分をするのであ る． これ 

がまた地域社会の 意識と展望を 明らかにする・ 

もちろん，系列局の 色彩を帯びた 局が，それな 

りの取締役を 選任して開局する 例があ るが， 今 

後は，多様な 形での資本参加が 進むと思われ ， 

これが今後の 民放社の成長，存続を 左右するで 



経営戦略とリーダーシッ 刃 4) ( 奥村恵一Ⅰ (341)@ 79 

あ ろう   

にの論稿は財団法人「放送文化基金」，昭 

和 60 年度後期の助成を 得て執筆したものであ 

る ・ また，多項目に 亘る アンケートに 回答して 

下さった民放各社の 経営者の方々に ， 心から 御 

礼 申し上げる． さらに， 本稿の調査に 当って 

は，放送産業経営研究会のメンバⅠ東山 禎之 

氏 ，伊藤誠二氏，村瀬真文民， とくに藤原坊津 

氏から，多くの 御協力を得ており ，深く感謝す 
るこころであ る． 

( 未完 ) 

( おくむら とく いち 横浜国立大学経営学部教授 コ 


